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序     文  

 
 

日本国政府は、キューバ共和国政府からの技術協力の要請に基づき、技術協力プロ

ジェクト「自由流通米証明種子の生産・普及システムの強化」にかかる事前評価調査

を行うことを決定しました。  

 これを受けて独立行政法人国際協力機構は、平成 19 年 3 月に同農村開発部第二グル

ープ（畑作地帯）畑作地帯第一チーム長を団長とする事前評価調査団を派遣しました。

調査団は、本プロジェクトの内容、前提条件等について、キューバ国政府関係者と協

議、調査を行うとともに、カウンターパート及び関係者を集めてワークショップを行

いました。ワークショップでは、本プロジェクトに対する各自の役割等共通認識を醸

成するとともにプロジェクト内容案を策定しました。  

 本報告書は、これら事前評価調査結果、協議結果を取りまとめたものであり、今後

の本プロジェクト実施にあたり、広く活用されることを願うものです。  

 ここに、この調査にご協力とご支援をいただいた内外の関係各位に対し、心より感

謝の意を表します。  

 

平成 19 年 12 月  
 

                     独立行政法人国際協力機構  
                                農 村 開 発 部      

部  長 小 原 基 文  
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稲研究所の系統生産力検定試験 

サントドミンゴ郡の乾季作 
 

同市場の自由流通米（赤米、砕米が多い） 

ジャグハイ郡農家の品種比較苗床 

サンタクララ市の自由市場での米販売 
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現地ワークショップ 

稲研究所おける PCM ワークショップ 

 

 

 

 



プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

対
象

地
域

（
中

部
5
県

）
 

 
 

 

 
 

ビ
ジ
ャ
ク
ラ
ラ
県

 

シ
エ
ン
フ
エ
ゴ
ス
県
 

シ
エ
ゴ
デ
ア
ビ
ラ
県
 

カ
マ
グ
エ
イ
県
 

 

サ
ン
ク
テ
ィ
ス
ピ
リ
ト
ゥ
ス
県

 



 i

事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 
作成日：平成 19 年 9 月 28 日 

担当：JICA 農村開発部畑作地帯第一チーム 
１．案件名：キューバ共和国「自由流通米登録種子の生産・普及システムの強化」 
２．協力概要 

(1) プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 
キューバ共和国（以下「キューバ国」）における米の生産性向上と生産量増大を通じた食糧安全

保障の達成を目指し、品質の良い稲種子の生産普及システムを改善強化していくために、稲研究

所及び地域稲作試験場が需要に応じた登録種子の生産・配布計画を立案し、それを実施できるよ

うにプロジェクトを通じて技術支援を行う。 
 

(2) 協力期間：2008 年 3 月～2011 年 3 月（3 年間） 
 
(3) 協力総額（日本国側）：約 1.9 億円 
 
(4) 協力相手先機関 

責任機関      ：農業省 
連携機関          ：農業省稲研究所 
技術移転対象機関  ：稲研究所 

地域稲作試験場 
 
(注)*稲研究所：ハバナ市内（本部）、地域稲作試験場：ETIA（カマグエイ県、サンクティスピリト

ゥス県） 
 
(5) 対象地域：中央地域５県（シエンフエゴ県、ビジャクララ県、サンクティスピリトゥス県、シエ

ゴデアビラ県、カマグエイ県） 
 
(6) 裨益対象者及び規模 
1)  直接裨益者：稲研究所職員（約 XX 名） 

地域稲作試験場職員（約 XX 名） 
2)  間接裨益者：農業共同組合生産基礎組織（約 XX 名） 

各郡種子生産者（約 XX 名） 
(注)本事前評価表にて設定されていない数値（表記：XX）については、プロジェクト開始後に設

定する。 
 

３．協力の必要性・位置付け 

(1) 現状及び問題点 
1996 年より自由流通米の増産プログラムが開始され、キューバ国農業省の稲研究所（IIArroz）

が主導的な役割を果たすことになったが、現在に至るまで小規模農家の生産体系や需要に応じた品

種の選定と選定した品種の種子増殖（少量多品種生産）が体系的に行われていない。現状では、主

要な 5 品種程度を増殖しているに過ぎない。 
対象地域の小規模農家は、土地に適し、収量・販売価格の高い新しい品種の導入に積極的である

が、これらの品種の証明種子の生産システムが十分機能しておらず需要を満たすには至っていない

ため入手が困難である。 
キューバ国では、小規模な自由流通米の生産経験は少なく、そのための技術が著しく不足してい

る。 
 

(2) 相手国政府国家政策上の位置付け 
1990 年代後半からは開発計画の中でも、農業の自給率向上、とりわけ米の増産と安定供給が国

の最優先課題として取り上げられてきた。キューバ政府は 1996 年から小規模生産者による自由流

通米の増産プログラムを開始し、小規模生産者への支援を行ってきた。 
 

(3) 我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置付け 
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我が国は対キューバ援助について「食糧安全保障」「環境」を優先重点分野としている。米の増

産を支援することは「食糧安全保障」の面から妥当と考えられる。 

４．協力の枠組み 

〔主な項目〕 
(1) 協力の目標（アウトカム） 
1) 協力終了時の達成目標（プロジェクト目標） 
[目標] 

登録種子が計画的に配布される。 
[指標・目標値] 

対象 5 県においてプロジェクト終了時に、証明種子を生産するための登録種子が稲研究所及び

地域稲作試験場において（XX）㌧生産され、農業共同組合生産基礎組織、各郡種子生産者に（XX）

㌧配布される。 
2) 協力終了後に達成が期待される目標（上位目標） 
[目標] 

小規模農家が優良稲種子*を使う。 
[指標・目標値] 

対象 5 県において 2015 年までに対象 5 県の自由流通米を生産する小規模農家の（XX）％がし

ょうめい種子Ⅱ**と証明種子Ⅱを元種とする優良稲種子を利用する。 
 

(注)優良種子*：証明種子Ⅱ＋証明種子Ⅱを元種に生産された品質の良い自家採種種子。自家採種

種子が証明種子と同レベルの品質のよい種子であっても、検査を受けていないので、証明種子

Ⅱではない。 
(注)証明種子Ⅱ**：検定証明システム（SICS）の検定・検査によって品質が証明された種子 

 
(2) 成果（アウトプット）と活動 

【成果 1：魅力的な品種の登録種子の生産・配布がより計画的になる。】 
[活動]  

1.1.  米の品種の需要について基礎調査を行う。 
1.2.  小規模でより需要に応じた品種の証明種子を生産するための登録種子生産・配布計画を

つくる。 
[指標・目標値] 

1.1.  稲研究所及び地域稲作試験場においてプロジェクト終了時までに需要に応じた XX 種の

品種の登録種子生産・配布計画がつくられる。 
【成果 2：登録種子の生産が増加し、より入手し易くなる。】 
[活動] 

2.1.  登録種子の品質について基礎調査を行う。 

2.2.  登録種子生産について技術マニュアルを作成する。 

2.3.  稲作研究所（地域稲作試験場も含む）の研究者に研修を行う。 

A. 収穫とポストハーベスト（原原種･原種･登録種子） 
B. 栽培管理（原原種・原種・登録種子） 

2.4.  上記種子生産・配布計画に基づいて、原原種・原種・登録種子の生産を行う。 

2.5.  上記登録種子生産・配布計画に基づいて、登録種子を農業共同組合生産基礎組織、各郡

種子生産者に配布する。 
[指標・目標値] 

2.1.  稲作研究所でプロジェクト終了時までにプロジェクト開始時と比べて原原種・原種・登

録種子の生産量がそれぞれ（XX）㌧の水準まで増加する。 

2.2.  地域稲作試験場でプロジェクト終了時までにプロジェクト開始時と比べて原種・登録種

子の生産量が（XX）㌧の水準まで増加する。 

2.3.  (XX)種の品種の原種・登録種子が SICS での検定を受けている。 

2.4.  対象 5 県でプロジェクト終了時までに（XX）種の登録種子（XX）㌧を農業共同組合生
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産基礎組織、各郡種子生産者に配布する。 
【成果 3：品種に関する知識が改善する。】 
[活動] 

3.1.  稲作研究所が推奨する品種について技術的な情報を作成する。 

3.2.  農業共同組合生産基礎組織、各郡種子生産者に対して稲作研究所が推奨する品種につい

ての研修と情報提供を行う。 
[指標・目標値] 

3.1.  プロジェクト終了時までに対象 5 県において、農業共同組合生産基礎組織、各郡種子生

産者の自由流通米（XX）種類の品種の利点・特性に関する知識が向上する。 

3.2.  対象 5 県においてプロジェクト終了時までに農業共同組合生産基礎組織、各郡種子生産

者を対象に（XX）回の研修を修了する。 

3.3.  対象 5 県においてプロジェクト終了時までに（XX）部の研修教材を農業共同組合生産基

礎組織、各郡種子生産者に配布する。 
 

(3) 投入（インプット） 
1) 日本側（総額約 1.9 億円） 

①専門家派遣 
1) 長期：「プロジェクト運営管理/種子生産」1 名 
2) 短期：「農業機械」、「普及・研修」等 

②供与機材・施設整備 
事務所機材、稲種子調製機械、等 

③研修員受入れ 
本邦研修、第３国研修 

④現地活動費 
研修・セミナー等の実施経費 

2) キューバ側 
①カウンターパートの配置 
②建物・施設の提供 

専門家執務スペース、オフィス設備、車両、セミナー会場 
③プロジェクト活動費 

日常経費、カウンターパート人件費、光熱費、等 
 

(4) 外部要因（満たされるべき外部条件） 
1）前提条件  
   種子の証明をする種子検定証明システム（SICS）の協力が得られる。 
2）成果達成のための外部条件 

収穫後の種子の処理能力が維持される。 

大規模な自然災害が起こらない。 
3）プロジェクト目標達成のための外部条件 

証明種子が適正な価格で販売される。 

米の価格が大幅に低下しない。 

種子の輸送手段が維持される。 

4）上位目標達成のための外部条件 
自由流通米の増産を奨励する政策が維持される。 

 
５．評価 5項目による評価結果 

(1) 妥当性 
本案件では、プロジェクト目標を「登録種子が計画的に配布される」、上位目標を「小規模農家

が優良稲種子を使う」と設定しているが、妥当性については、これらの目標がキューバ国の政策お

よびニーズ、対象地域のニーズ、わが国の援助政策との整合性を確保し、かつわが国の農業分野の
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経験を活用できるという優位性があることから高いと判断できる。 
1）キューバ国の開発計画との整合性 

キューバ国は食糧輸入国であり、主要穀物の自給率は 23 パーセントと低く、なかでも主食の米

は 65 パーセントを輸入していると推定される。その背景には、1990 年代初頭のソ連邦および社会

主義圏の崩壊により、大量の肥料や農薬の散布に依存した大規模な技術体系による米生産が困難に

なり、農産加工複合体（CAI）での米生産にも大きな支障を来すことになったことがある。そうし

たなか、農業省は自由流通米の生産を強化するため、1996 年に自由流通米の増産プログラムを開

始した。本案件は、同プログラムに関連し登録種子を計画的に生産・配布できるよう技術移転に取

り組むものであり、自由流通米生産者が使用する証明種子Ⅱの使用率向上に将来的に寄与していく

ものである。また同省は、開発計画（Plan Estrategico 2005）を策定し、自給率を 63％とすることを

掲げている。このように、米の増産と安定供給による食糧安全保障の確立は国家の最優先課題とな

っており、キューバ国の政策との整合性は確保されている。 
2）小規模農家（自由流通米生産者）のニーズとの整合性 

1996 年より自由流通米の増産プログラムが開始され、キューバ国農業省の稲作研究所（IIArroz）
が主導的な役割を果たすことになったが、現在に至るまで小規模農家の生産体系や需要に応じた品

種の選定と選定した品種の種子増殖（少量多品種生産）が体系的に行われていない状況がある。ま

た対象地域の小規模農家は、土地に合った収量・販売価格の高い新しい品種の導入に積極的である

が、その証明種子の生産システムが十分機能しておらず需要を満たすには至っていないため入手が

困難である。従って、本案件にて登録種子を計画に基づいて生産配布できるように技術支援するこ

とは、将来的な優良種子（証明種子＋品質の良い自家採種種子）を使った少量多品種に基づいたア

プローチの基礎となるものであり、小規模農家のニーズに沿うものである。 
なお、本案件においては、小規模農家のニーズをより的確に把握することが課題となっており、

既に IIArroz が実施している「参加型品種選抜」結果の確認などによりプロジェクト開始時に米の

品種の需要について確認調査を行う。 
3）わが国の経験の活用 

キューバ国では、小規模の米生産の経験は少なく、そのための技術が不足している。我が国は

米の小規模生産に関し長い経験と技術の蓄積があり、こうした日本の経験をキューバ政府も高く

評価し、自国の自由流通米増産のための小規模稲作の改善のための協力を日本政府に要請したも

のであり、日本の優位性は高いと判断できる。日本の経験をキューバ国の状況に合った形で応用

することで、そのノウハウや技術を十分に活用することができると思われる。 
4）我が国の援助政策との整合性 
   我が国のキューバ国に対する援助は「食糧安全保障」と「環境」を優先重点分野としている。従

って、キューバ国民の主食である米の生産を支援する本案件は日本の ODA 事業として妥当性があ

ると考えられる。 
5）対象地域選定の妥当性 

本案件の対象地域である中央 5県は、キューバ国からの要請を受けて、2003年から 2006年に JICA
が「キューバ国中央地域における持続的稲作技術開発計画調査」を実施し、持続可能な自由流通米

の生産についての開発計画とそれを実現するための郡レベルと関係機関のアクションプランを策

定した地域である。中央 5 県は、稲作面積の 4 割を占める穀倉地帯であり、約 96 千人の小規模農

家が存在する。登録種子の計画的な生産と配布を目指す本案件は、現在実施中のアクションプラン

を補完するものであり、対象地域として適当であると考えられる。 
6）ターゲットグループ選定の妥当性 
   本案件では稲作研究所、地域稲作試験場、農業共同組合生産基礎組織、各郡種子生産者を対象と

しているが、これらの機関はいずれも登録種子の計画的生産・配布を実施するうえで欠かせない組

織である。 
 
(2) 有効性 

有効性を検討するに当たって、IIArroz がプロジェクト開始までに自由流通米種子生産と配布に

関わる農業省の種子検定証明システム（SICS）および県自由流通米ユニットの協力を取り付ける

ことを前提としており、実施協議（R/D 署名）調査団派遣までに取り付ける必要がある。 
この条件が満たされれば、以下により有効性が見込まれる。 
・ プロジェクトの活動にある原原種・原種・登録種子の生産・配布および種子の検査・検定にお

いては関係機関の管轄が異なる。よって、関係者の協力が十分得られれば、目標達成が現実の
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ものとなる可能性は高く、有効性も期待できる。 
・ プロジェクト目標である「登録種子が計画的に配布される」を達成するためには、魅力的な品

種の登録種子の生産・配布がより計画的になる（成果１）、登録種子の生産が増加し、より入

手しやすくなる（成果 2）、品種に関する知識が改善する（成果 3）ことが必要であり、成果に

はプロジェクト目標達成に不可欠な要素が盛り込まれている。 
・ プロジェクト目標の指標の目標値はまだ十分な情報が得られていないため、今後遅くともプロ

ジェクト開始までに IIArroz との協議の上、設定する必要がある。 
・ 外部条件として取り上げた「種子と米の販売価格の大幅な下落」と「種子の輸送手段の悪化」

についての情報は現段階ではなく、プロジェクト目標達成に重大な影響を及ぼす可能性は大き

くないと思われる。 
・ プロジェクト活動には、稲研究所、地域稲作試験場、農業共同組合生産基礎組織、各郡種子生

産者が含まれるが、相互の連携を強化し、技術移転を通じて能力を向上させることにより、登

録種子が計画的に配布されることが見込まれる。 
 
(3) 効率性 

以下のとおり、キューバ国側の十分な投入の確認が必要であるものの、本案件は、効率的な実施

が見込める。 
・ 本事前調査段階では、キューバ国側の十分な投入が確認できていないが、IIArroz が所有する

地域稲作試験場および種子生産農場、調製施設等の既存の施設と、開発調査の実証調査で供与

された機材等を有効活用して活動を行う計画である。また機械燃料と部品が不足している状況

を踏まえて、日本の資材機材の投入では小規模農業に合った適正技術の移転を行う計画であ

る。よって、大規模な投入はなく、調製用機材ならびに採種機材の設計と製作等、低コストの

投入が計画されている。 
・ 我が国は、2003 年から 5 年間、キューバからの参加者のみを対象とした「小規模稲作技術」

国別研修コースを実施し、同コースを通じて約 40 名のキューバ人技術者が育成された。IIArroz
の実務に携わる者や県・郡レベルの普及員のなかには、同コースを修了した者がおり、これら

の人材を有効活用することで効率的に事業を実施することが期待される。 
日本の投入は人材、機材等約 1.9 億円が計画されているが、キューバ国側の投入が適切に実施

されれば、成果の達成につながる無駄のない投入となることが期待できる。なお、より効率性

を担保するための留意点として、日本国側の人材の投入についてはスペイン語による業務遂行

が可能な人材の配置が望まれる 
 
(4) インパクト 

本案件のインパクトは以下のように予想できる。 
・ プロジェクト目標「登録種子が計画的に生産される」の重要な正のインパクトとして期待され

るものとして、上位目標である「小規模農家が優良種子を使う」がある。籾の調製能力や籾の

運搬能力といった課題はあるものの、計画的に生産された登録種子が確実に配布されれば、そ

の登録種子から各種子生産機関にて生産される証明種子Ⅱが小規模農家に普及することは十

分期待できる。 
・ 本案件は、稲作面積の 4 割を占める中央 5 県を対象地域としており、小規模農家が優良稲種子

を使い、米を生産することによって、スーパーゴールである自由流通米の増産に貢献すること

が期待できる。 
・ IIArroz を中心として小規模農業に適した証明種子供給システムの強化を図り、証明種子Ⅱ、

さらには優良稲種子の利用を増大することで、従来の CAI による大規模農業から、共同組合

や借地農家を中心とした小規模農業へ方向転換を図ることが期待される。 
・ キューバ国では、2000 年から「参加型品種改良プロジェクト」を実施しており、本案件の実

施において、本プロジェクトとの相乗効果が期待できる。 
・ 本案件は、自由流通米の増産を通じて、間接的にキューバ国経済の自由化促進に寄与するもの

である。 
・ マイナスのインパクトについては、事前評価段階では特に想定されていない。 
 

(5) 自立発展性 
以下のとおり、キューバ国側がとるべき措置について留意点があるものの、本案件の自立発展性
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は以下の通り見込める。 
・ キューバ国では、全国普及プログラム、品種政策、証明種子の生産システム強化プロジェクト、

種子生産国家計画が存在する。 
・ 上記開発調査の結果策定された開発計画とその実現のためのアクションプランは、信用サービ

ス共同組合（CCS）のメンバー、Parcelelos、Prestamos を中心とする自由流通米を生産する個

人経営の小規模農家および自由流通米の生産促進に関連する組織および関係者を対象として

おり、2015 年まで実施を予定している。 
・ 本案件では、小規模農業における登録種子の計画的な生産及び配布について、どれだけ技術移

転をできるかが課題である。また IIArroz の研究員、普及員、種子検定員、リーダー農家、種

子生産農家との連携や支援を強化する仕組みを維持することも不可欠と考えられる。IIArroz
の研究員は研究キャリアが長く、本案件が終了した後も IIArroz が継続して活動を行う計画で

あり、登録種子の供給が適切に継続される基本的な土台はできている。 
・ 本案件終了後の事業資金の調達について、キューバ国では外貨建ての燃料費や供与機材の部品

の調達をするための予算が限られていることが課題であり、将来的には、原原種・原種・登録

種子の販売による収入をもとに、独立採算を検討していく必要がある。活動費については、現

在実施中の全国普及プログラム、証明種子の生産システム強化プロジェクト、種子生産国家計

画から捻出できる可能性がある。 
 
６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

特になし 
７．過去の類似案件からの教訓の活用 

「ボリビア国小規模農家向け優良稲種子普及計画」 
同技術協力プロジェクトは、成果の進捗を見ながら、現実的かつ段階的な協力を行うことで成果

を挙げた。キューバ国の米種子生産についても、将来的には証明種子の生産および普及体制の確立」

を目指すも、本技術プロジェクトでは、まずは「登録種子の生産体制」を確立していくこととする。

８．今後の評価計画 

中間評価：プロジェクト開始後約 1 年半後に実施 
終了時評価：プロジェクト終了の約 6 ヵ月前に実施 
事後評価：プロジェクト終了後 3 年後を目処に実施 

 
 
 



  

第１章 調査概要  

 

１－１ 背景 

キューバ共和国（以降「キューバ国」とする）では、サトウキビ栽培の優れたポテ

ンシャルを有することから、植民地時代からサトウキビ生産を中心としたモノカルチ

ャー構造が作り上げられてきた。このため、主要穀物の自給率は 23％と低く、主食で

ある米についても消費量の約 65％を輸入している。したがって、米の増産と安定供給

による食糧安全保障の確立は国家の最優先課題となっている。  
社会主義圏の崩壊に伴い、国際分業体制による食糧の安定確保が困難になると共に、

肥料や農薬の散布に依存した技術体系による大規模生産に支障を来し、総生産量が減

少した。キューバ国政府は、自給食糧生産を主目的とし、余剰については自由市場で

販売できる「自由流通米（Arroz Popular／Popular Rice）」の増産プログラムを 1996 年

から開始し、同プログラムの下で小規模生産者への支援を行なってきた。この結果、

2002 年には国内生産の 7 割強を自由流通米が占めるようになっている。  
このような状況を背景に、キューバ政府は我が国に対し、稲作面積の 4 割を占める

中央地域 5 県における小規模稲作の生産性向上を目的とする技術協力を要請し、これ

を受けて我が国は、2003 年度から開発調査「キューバ国中央地域における持続的稲作

技術開発計画」を行い、中部 5 県の自由流通米生産増のためのアクションプランの策

定を支援した。同調査の結果、生産拡大には地域特性に適した優良品種の導入が急務

で、かつ速効性が期待できることが明らかとなった。また、自由流通米生産では公的

に認証された種子（証明種子）の利用率が約 27％ (2003 年推定値 )と低いことから、優

良品種の導入に不可欠な証明種子の普及のための種子の生産・配布システムの強化が

必要とされ、本件への早期取り組みが、開発調査の提言に基づくアクションプランの

最重要課題と考えられている。  
上記の調査結果を踏まえて、キューバ国政府は中央地域 5 県における自由流通米生

産用の証明種子の生産とその普及のためのプロジェクトを早期に立ち上げたいとして、

我が国に対し技術協力を要請した。これを受けて、2007 年 3 月、 JICA は同案件の要

請内容を確認すると共に、プロジェクト実施の妥当性を確認するために事前評価調査

団を派遣した。  
 

１－２ 調査団の構成 

 氏  名  担当分野  所  属  期  間  
1 佐佐木 健雄  

 
総括  
 

独立行政法人国際協力機構農村開発部 

畑作地帯第一チーム長  
2007/3/12～4/1

2 石原 正敏  種子生産  水戸市ふるさと農場 嘱託  2007/3/12～26 
3 新井 圭介  稲作普及  自然塾寺子屋 理事  2007/3/4～24 
4 石橋 匡  

 
調査企画  
 

独立行政法人国際協力機構農村開発部  
畑作地帯第一チーム 職員  

2007/3/12～28 

5 吉田 直子  
 

評価分析  
 

財団法人国際開発高等教育機構  
事業部 主任  

2007/3/12～26 
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6 鈴木  恵子  通訳  通訳（メキシコ在住）  2007/3/5～14 
7 崎  しのぶ  通訳  通訳（メキシコ在住）  2007/3/13～24 

 
１－３ 調査日程 

2007 年 3 月 4 日から 2007 年 3 月 28 日まで。  

月 日  曜日  調 査 行 程  宿 泊  

3月4日  日  （稲作普及団員）  
日本発、メキシコ着  

メキシコ  

3月5日  月  メキシコ発、キューバ着  ハバナ  

3月6日  火  MINVEC、農業省、大使館  ハバナ  

3月7日  水  稲研究所調査  
移動  

シエンフエゴ

ス  

3月8日  木  シエンフエゴス、ビジャクララ帰国研修員調査  
スルデヒバロ試験場調査  

サンクティ・ス

ピリトゥス  

3月9日  金  ベルティエンテス試験場調査  
カマグエイ帰国研修員調査  

カマグエイ  

3月10日  土  サンクティスピリトゥス、シエゴデアビラ帰国研修

員調査  
セミナー準備  

サンタクララ  

3月11日  日  移動  ハバナ  

3月12日  月  （総括、種子生産、評価分析、調査企画）  
日本発、メキシコ着  
（作普及）稲研究所調査、自由流通米生産農家調査  

ハバナ  

3月13日  火  （総括、種子生産、評価分析、調査企画）メキシコ

発、キューバ着  
（稲作普及）稲研究所調査  
団内ワークショップ（関係者分析）  

ハバナ  

3月14日  水  MINVEC表敬、農業省表敬  
大使館表敬  
団内ワークショップ（問題分析）  

ハバナ  

3月15日  木  稲研究所協議（ワークショップ：問題分析）  ハバナ  

3月16日  金  稲研究所協議（ワークショップ：目的分析）  ハバナ  

3月17日  土  稲研究所協議（ワークショップ：プロジェクトの選

択）  
ハバナ  

3月18日  日  移動  
サンタクララ自由市場調査、サントドミンゴ村農家

訪問  

サンタクララ  

3月19日  月  ジャグハイ種子生産農家訪問、チャンバス農家協議  サンクティ・ス

ピリトゥス  

3月20日  火  現地セミナー（目的分析検討）  ハバナ  
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3月21日  水  ミニッツ協議（PDM検討）  ハバナ  

3月22日  木  ミニッツ協議  
（稲作普及）キューバ発、メキシコ着  

ハバナ  

3月23日  金  ミニッツ署名  
大使館報告  
（稲作普及）メキシコ発  

ハバナ  

3月24日  土  キューバ発、メキシコ着  
（稲作普及）日本着  

メキシコ  

3月25日  日  （総括、調査企画）資料整理  
（種子生産、評価分析）メキシコ発  

メキシコ  

3月26日  月  メキシコ事務所打ち合わせ  メキシコ  

3月27日  火  メキシコ・中南米事務所打ち合わせ  
（調査企画）メキシコ発  

メキシコ  

3月28日  水  メキシコ・中南米事務所打ち合わせ  
（調査企画）日本着  

メキシコ  

3月29日  木  メキシコ・中南米事務所打ち合わせ  メキシコ  

3月30日  金  メキシコ・中南米事務所打ち合わせ  メキシコ  

3月31日  土  メキシコ発  

4月1日  日  日本着  

 
１－４ 主要面談者 

キューバ国側  
外国投資経済協力省（MINVEC）  

Ramón Ripoll Díaz  第一副大臣  
Jorge Fernández Crespo  日本担当官   

 
農業省（MINAG）  

José Francisco Galán Fernández 副大臣  
Maria Antonia Fernández  国際部長  
Serafín Fernández Roche  国際部  
Luis Alemán Manzfarroll  自由流通米生産グループ総裁  

 
稲研究所（ IIArroz）  

Jorge Luis Hernández Concepción 所長  
Miguel Soccorro Quesada     科学技術部次長  
Enrique Suárez Crestelo  育種部（プロジェクトコーディネーター候補） 
Rubén Alfonso Caraballo  育種部  
Violeta Puldón Padrón  ジーンバンク担当  
Telce Abdel González Morera 開発部主任  
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日本国側  

在キューバ日本国大使館  

高松 明  大使  

大野 正義  一等書記官  

 

JICA 派遣専門家  

都築ひろみ  開発計画（MINVEC 派遣）  

 

JICA メキシコ事務所  

 川路 賢一郎  所長  

 上條 直樹  次長  

 澤田 純子  所員  
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第２章 調査結果の要約  

 

２－１  背景及び現状 

キューバ国は植民地時代から、サトウキビ生産を中心とするモノカルチャー経済で

あった。主要穀物の自給率は 23％と低く、主食である米についても（推定）65％を輸

入に頼っている。他方、キューバ国は社会主義陣営の中でサトウキビを輸出し、食糧、

肥料、農薬等を輸入する体制で農業を行い、大量の肥料と農薬に依存した大型機械化

農業で、主食である米も生産してきた。しかしながら、1990 年代初頭にソ連邦等社会

主義圏が崩壊した後は、安価な肥料・農薬の輸入が困難になったことに伴い、それま

で農産加工複合体（CAI）を中心として行われてきた大規模米生産体系に大きな支障

を来すことになった。  

 

 このような状況を背景に、1990 年代後半からは開発計画の中でも、農業の自給率向

上、とりわけ米の増産と安定供給が国の最優先課題として取り上げられてきた。キュ

ーバ国政府は 1996 年から小規模生産者による自由流通米の増産プログラムを開始し、

小規模生産者への支援を行ってきた。これに関連して、稲作面積の 4 割を占める中央

地域 5 県において小規模稲作の生産性向上を目的として、我が国に対し技術協力を要

請した。これを受けて我が国は、2003 年から開発調査「キューバ国中央地域における

持続的稲作技術開発計画」を行い、中部 5 県の自由流通米生産増のためのアクション

プラン策定を支援した。同開発調査の結果、自由流通米生産における証明種子の利用

率が約 27%（2003 年）と少ないことから、生産拡大には地域特性に適した優良品種の

導入が急務で、かつ速効性が期待できることが明らかとなった。また、開発調査の提

言では、具体的に優良品種の導入に不可欠な証明種子の生産・配布システムの強化が

必要とされた。これら開発調査の提言に基づいて、今般キューバ国政府は我が国に対

し技術協力を要請してきた。  

 

 他方、キューバ小規模稲作技術コースの研修（3 月から 10 月まで 7 ヶ月：つくば）

を 2003 年から 5 年間に亘ってつくばセンターで実施してきており、同研修受講者は合

計 47 名となる見込みである。帰国研修員は本件技術協力の C/P 機関である稲作研究

所をはじめ、各県の普及員として活躍している。これら帰国研修員は、つくばでの研

修経験を活かして、技術指導に当っており、研修で得た知識をヒントに日常で使用す

る小さな道具を既に工夫して作成しているほか、研修成果は普及員として任地に戻っ

た後キューバの農民に普及しつつある。  

 

今般の事前評価調査では、これらの背景を踏まえて関係者と PCM ワークショップ

を通じて、プロジェクトの目指す方向を確認し、共有化することによって PDM を作

成した。  

今回協議の中で出されたプロジェクトの方向性は、開発調査で示された以下の方向

性の内②、④、⑤と特に整合性がある。  
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①   持続可能な生産体系と農業機械等の低投入  

② 多様な栽培条件に適した品種に基づいた生産体系  

③ 輪作体系における生物肥料・生物農薬・有機物および緑肥の最大限の利用  

④ 中小規模生産者の生産体系の確立、栽培における畜力の幅広い利用  

⑤ 生産者の能力向上  
参照： 2006 年 3 月、キューバ国中央地域における持続的稲作技術開発計画調査ファイナルレポ

ート、P11 

 

２－２ 今次調査における確認事項 

今次調査では、関係者との協議および PCM ワークショップを通して、特に多様な

栽培条件に適した品種に基づいた生産体系に係る強い要望が、稲研究所、農家代表者

から聞き取ることが出来た。他方、開発調査の実証調査を通し評価された農業機械の

有用性、生産者の能力向上に係る要望も出された。  

要望書の内容と以上の経緯から、自由流通米生産者が必要とする栽培地に適した多

品種を需要にあわせて生産する、品種の「多品種少量生産」が求められていることが

判明した。これは、2000 年に制定された「品種政策」とも関連している。大規模生産

をしていた時代には、全国の耕地の 90-95％を 1 品種でカバーしていたと言われるが、

同政策では個々の品種が、生産される田の 50％を超えてはならないということを規定

しており、政策的にも「多品種」の稲種子を確保することが求められている。  

他方、自家採種、保存の技術も含め、小規模稲作生産技術の改善も同時に望まれて

おり、特に帰国研修員を中心に日本の優れた小規模稲作技術をキューバ国に適応した

いという意欲がある。日本の伝統的な生産技術と農機具、収穫後調整機具を導入する

ことによって、キューバ国の稲作技術を改善する余地は大きいと判断された。動力機

械化以前の農具は、現在の日本ではほとんど利用されていないが、燃料が入手し難い

キューバ国では、これらの設計図を持ち込み、現地で生産できれば、合理的、安価な

技術を導入することが可能になる。  

 

２－３ 問題点 

(1) 1996 年より自由流通米の増産プログラムが開始され、キューバ国農業省の稲作研

究所（ IIArroz）が主導的な役割を果たすことになったが、現在に至るまで小規模農

家の生産体系や需要に応じた品種の選定と選定した品種の種子増殖（少量多品種生

産）が体系的に行われていない。現状では、主要な 5 品種程度を増殖しているに過

ぎない。  

(2) 対象地域の小規模農家は、土地に適し、収量・販売価格の高い新しい品種の導入

に積極的であるが、これらの品種の証明種子の入手が困難である。  

(3) キューバ国では、小規模な自由流通米の生産経験は少なく、そのための技術が著

しく不足している。  

 

２－４ プロジェクト概要（ミニッツ記載事項含む） 

(1) プロジェクト目標：  
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証明種子 II の使用水準が上がる  

(2) プロジェクト期間：3 年間* 

*キューバ側からプロジェクト期間を 5 年間とするよう要請された。  

(3) 専門家：  

1)長期**：「プロジェクト運営管理（業務調整）」を含め 1～2 名  

 2)短期：「種子生産」、「農業機械」、「普及・研修」等  

  **対処方針案で長期専門家は「稲種子生産」「プロジェクト運営管理」等の分野で

１～２名を本邦から派遣することとしているが、今回の調査結果から、技術協

力協定が締結されず専門家の派遣条件が十分に得られない場合は、長期の専門

家の派遣を再度検討する必要がある。  

(4) 活動拠点：  

 1)農業省稲研究所：ハバナ市内（本部）、地域稲作試験場：ETIA（カマグエイ県、

サンクティスピリトゥス県、グランマ県）  

 2)中央地域 5 県（シエンフエゴ県、ビジャクララ県、サンクティスピリトゥス県、

シエゴデアビラ県、カマグエイ県）  

(5) 実施体制：  

 1)合同調整委員会  

①議長：農牧副大臣、②キューバ国側：稲研究所所長、対外投資省代表、農牧

省代表、③日本国側：本件プロジェクト専門家、議長に指名されたもの（在キ

ューバ日本大使館、JICA 派遣専門家、JICA メキシコ事務所などが想定される） 

 2)運営委員会  

   ①議長：稲研究所所長、②キューバ国側：稲研究所所代表、プロジェクト対象

地域代表、自由流通米生産者団体代表、③日本国側：本件プロジェクト専門家  

(6) 裨益者数  

1)直接的裨益者：約 900 名  

稲作研究所（本部、地域稲作試験場）スタッフ：278 名、中央地域 5 県郡米担

当者 53 名、普及員 27 名、生産者リーダー540 名  

 2)間接的裨益者：約 96 千人  

中央地域 5 県自由流通米生産（非国営セクター：組合、個人）約 96 千人  

 

２－５ プロジェクト基本方針 

(1) 本件は、自由流通米生産者の必要とする優良種子が、生産者に必要量供給でき、

特に証明種子 II の使用水準が上がることを通して、最終的に自由流通米生産の向上、

自給率の向上を目指すプロジェクトである。  

(2) プロジェクトの実際の流れは、稲研究所（ IIArroz）本部で生産した原原種を、稲

研究所地域稲作試験場（ETIA）に持っていって原種と登録種子を生産し、その後種

子増殖農家等で証明種子 I、 II を生産するという流れになる。なお、種子増殖農家

は基本的にリーダー農家がなるが、こちらへは普及員が種子を持ち込むことになる。

実際には、稲研究所が登録種子まで作る場合があること、登録種子からは各郡の種

子生産者圃場が活用されることがあるなど、各関係者の生産する証明種子のカテゴ
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リーが入り組んでいる。  

最終的にはリーダー農家である種子増殖農家から、一般の農家に証明種子 II が届

けられることになる。  

(3) プロジェクト目標である「証明種子 II の使用水準が上がる」を達成するためには

農家が必要とする種子の元種子を稲研究所が必要量生産し、(2)の増殖の流れに沿っ

て増殖され、リーダー農家から一般農家に配布される必要がある。他方、農家が必

要とする品種と必要量が普及員を通じて稲研究所に集約され、それをもとに稲作研

究所が種子生産計画を作成する必要がある。  

(4) スーパーゴールである「国内の自由流通米の生産量が増加する」を達成するため

には、農家の稲生産技術の向上も重要な項目であり、プロジェクトの中では、普及

員を通じて品種の情報を農家に普及すること以外にも、収穫後処理、簡易な農業機

械の導入、作業工程の見直し等が実際の活動となってくるところ、新井団員（稲作

普及分野担当）が提案しているように、最終的に 50 名近くになる帰国研修員の有

効活用がプロジェクト成功の鍵となる。  

(5) 稲作研究所は、既にキューバにある商用品種 36 品種（うち 28 品種が自国育成品

種）を取り扱っており、毎年 80-100 近い交雑組み合わせを実施しているが、これら

の中から現在は圃場で 5 種類程度の稲種子増殖を行っているに過ぎない。本件プロ

ジェクトは、日本で確立されている「少量多品種生産」技術体系をモデルとして、

必要な品種を需要量に合わせて生産し、自由流通米生産者に配布できる体制を整え

ることにあり、当面 10 品種程度、将来は 40 種類程度の生産を目標としている。  

(6) 開発調査で示されているように、稲作研究所は 2015 年の証明種子の需要を、自

由流通米の作付面積 25 万 ha、特殊米の作付面積 8 万 ha、合計 33 万 ha を対象とし

て、約 25,500 トンと算定しているが、これは、種子の毎年の更新率を 100%にする

ことを基礎にした数字である。今回の調査では、十分に議論が尽くせなかったが、

プロジェクトの中では、更新率を何%にするのかを整理し、キューバの体力にあっ

た稲種子の配布体制の確立を目指す必要がある。一朝一夕でキューバ国側の理解を

得ることは出来なかったが、今後とも全体的な配布計画をキューバ国側と協議しな

がら、どこの種子処理場をどのように活用し、どこに保管してゆくかということを

整理したうえで、適正な更新率を決定することとしたい。なお、輸送用の燃料代、

農機具の燃料代が十分に供給できないキューバ国の状況を勘案すると、種子の自家

採種技術を向上させた上で、石原団員（種子生産分野担当）の提案する稲種子更新

率を 10％とすることが、妥当なラインだと思料され、R/D 協議、プロジェクト実施

の中で整理してゆくこととしたい。  

(7) キューバ国は技術協力協定の締結準備が進んでおらず、昨年 10 月から事態が止

まったままになっている。協定の早期締結が見込まれないことから、特に長期の派

遣については他の協力対象国で認められている特権免除などの条件が得られない

ことから、慎重にならざるを得ない。現状ではこれまでの開発調査や専門家派遣に

準じて、短期派遣による対応も代替案として検討する必要がある。  

(8) プロジェクトの協力期間は、キューバ国側から当初申請の 3 年間から 5 年間に変

更したい旨の申し出があったが、大使館から、キューバ国の政治情勢が将来流動的
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になる可能性があることを示唆され、当初どおりの 3 年間にするよう提案があった。 

当方では、本件プロジェクトが、キューバ国における初めての本格的なプロジェ

クトであることから、慎重に検討し、実施協議調査団で相手側と再度協議して最終

決定することとして整理する。  
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第３章 調査結果  

 

３－１ 対象地域の農業・自然環境の概況 

協力対象地域は、キューバ島の中央に位置する Cienfuegos 県、Villa Clara 県、Sancti 

Spíritus 県、Ciego de Ávila 県および Camagüey 県の 5 県である。対象地域の総面積約

42,484km2（国土の約 38％）、人口は約 290 万人（総人口の約 26％）、同地域の米生産

は栽培面積で全国の約 4 割、生産量は国内生産のおよそ半分を占める。  

対象地域の各県の概要は以下のとおりである。本稿は開発調査報告書「キューバ国

中央地域における持続的稲作技術開発計画調査ファイナルレポート 2006 年 3 月」か

ら関連部分を抜粋した。  

 

(1) Cienfuegos 県  

Cienfuegos 県は、総面積約 4,180 km2、人口約 39 万 8 千人である。平均気温は平

地部で 24 ℃～26 ℃、山間部で 17 ℃～24 ℃、また、平地部の年平均降水量は約 1,200 

mm～1,500 mm、山間部で 1,500 mm～2,000 mm である。県は 8 郡に区分され、米生

産に関しては Aguada de Pasajeros 郡、Abreu 郡および Palmira 郡が高いポテンシャル

を有している。  

開発調査では Aguada de Pasajeros 郡を優先郡とした。郡は 7 の Consejo Popular か

ら構成され、米を紋章としているように、キューバ国において長い米生産の伝統を有

している。  

(2) Villa Clara 県  

Villa Clara 県は、総面積約 8,660 km2、人口約 83 万 6 千人である。平均気温は 24℃

～26℃、年平均降水量は 1,200 mm～1,700 mm である。県は 13 郡に区分され、Santo 

Domingo 郡、Sagua La Grande 郡および Encrucijada 郡が米生産のポテンシャルが高く、

他の郡も米の作付面積が多い。  

開発調査では県西部に位置する Santo Domingo 郡を優先郡とした。中央道が郡南部を

通っている。郡は 11 の Consejo Popular から構成され、主要な米の生産地区は Cascajal 

であり、概して郡内で広く米生産が行われている。  

(3) Sancti Spíritus 県  

Sancti Spíritus 県は、総面積約 6,744 km2、人口約 46 万 3 千人である。平均気温は

平地部で 24℃～27℃、山間部で 17℃～24℃、平地部の年平均降水量は約 1,538 mm で

ある。県は 8 郡に区分され、米生産に関しては La Sierpe 郡と Yaguajay 郡が高いポテ

ンシャルを有している。本県には農産加工複合体（CAI）Sur del Jibaro があり、また

地域稲作試験場（EITA）が位置し、周辺県（Ciego de Ávila 県、Villa Clara 県、Cienfuegos 

県）を管轄している。  

開発調査では Yaguajay 郡を優先郡とした。郡は 16 の Consejo Popular から構成さ

れ、Mayajigua と El Río の両地区で米生産が盛んである。  

(4) Ciego de Ávila 県  

Ciego de Ávila 県は、総面積約 6,910 km2、人口 41 万 2 千人である。平均気温は 24℃
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～27℃、年平均降水量は 1,200 mm～1,400 mm である。県は 10 郡に区分され、Chambas 

郡、Baraguá 郡および Bolivia 郡が米栽培のポテンシャルが高い。  

開発調査では県北東部に位置する Chambas 郡を優先郡とした。郡は 8 の Consejo 

Popular からから構成され、7 の Consejo Popular で米が生産されている。Chambas 郡

には CAI Enrique J. Varona と CAI Máximo Gómez の 2 砂糖農産加工複合体が位置し、

砂糖は郡の主要農産物である。また、2002 年までは稲作農産加工複合体が存在してい

たが、塩害の影響により現在は牧畜等の他用途に転換されている。  

(5) Camagüey 県  

Camagüey 県は、総面積約 15,990 km2 で最大県であり、人口は約 79 万人である。

平均気温は年間を通じて 24℃～27℃  で、年平均降水量は 1,100 mm～1,500 mm であ

る。県は 13 郡に区分され、Vertientes 郡と Florida 郡が米栽培のポテンシャルが高い。

Camagüey 大学等があり科学技術に関してもポテンシャルの高い。  

開発調査では県の中央から南部に位置する Vertientes 郡が優先郡とされた。郡は 9 

の Consejo Popular から構成されている。郡南部の稲作地帯は主に Ruta Invasora の

Consejo Popular に位置している。稲作農産加工複合体である CAI Ruta Invasora および

地域稲作試験場（ETIA）があり、2 砂糖農産加工複合体 CAI Batalla de las Guasimas と

CAIPanamá が位置している。郡の砂糖生産は米生産よりも重要であるといえる。  

 

中央 5 県では、Sancti Spíritus 県の CCS の生産量が大きい。また、Villa Clara 県と

Sancti Spíritus 県の稲作を専門としない UBPC の生産量が他の県に比較して大きくな

っているが、これは両県ではサトウキビ専門の UBPC が多く、これらの自由流通米の

生産が大きいためと考えられる。Camagüey 県の Préstamos の生産量も他の県に比較

すると大きいが、これは同県の稲作専門 UBPC から土地を借りて自由流通米を生産す

る Préstamos が多いためと推察される。  

 

３－２ 稲種子生産普及に関する農業省の政策 

 米の生産拡大を図るため、キューバ国は 1996 年から小規模生産者による自由流通米

増産プログラムを開始し、小規模自由流通米生産に好適な品種選定を含めこれまで自

由流通米生産者に対し供給不足であった証明種子Ⅱ（日本では採種種子に相当する）

の増産、普及計画を策定した。  

この計画の確実な進展を図るためキューバ国は日本国政府に対し技術協力を要請

し、これを受けて JICA は 2003 年 10 月から 2006 年 3 月まで開発調査を実施し、キュ

ーバ国の稲作の現状、問題点、改善方向を取りまとめた。  

小規模自由流通米生産者に対する種子の供給に関しては、小規模自由流通米生産に

必ずしも適しているとはいえない大規模機械化向け品種注 1)を中心に約 3,000 ㌧が生

産・供給され、種子更新率（利用率）は 27％と推定されている（2003 年）。これを 2015

年度目標として、小規模自由流通米生産に適する多数品種の証明種子Ⅱの生産量を

16,000 ㌧に引き上げ、種子更新率（利用率）も 60％まで高めようとする方針である（キ

                                                        
注 1) 大規模機械化栽培向き品種は一般に倒伏に強い短稈種で多肥・密植向きの特性を持ち、各種生産資機

材に制約のある畜力及び人力栽培適応性は低くなる場合が多い。 
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ューバ国中央地域における持続的稲作技術開発計画調査ファイナルレポート）。  

 

３－３ 種子生産普及システム 

(1) 現在の稲種子の生産供給の流れ  

種子生産の流れは、原原種→原種→登録種子→証明種子Ⅰ→証明種子Ⅱであり、そ

れぞれの生産組織は 3-3-1 表のように整理されている。  

 

3-3-1 表 稲種子生産システム  

機関･組織名  稲研究所

（ IIARROZ）  

2 地域稲作試験場

（ETIA）  

農産加工複合体

（CAI）  

種子のカテゴリー 原原種の維持･増殖

↓  

登録種子  

↓ 

証明種子Ⅱ  

原種生産  証明種子Ⅰ   

 

日本国の場合は原原種→原種→採種の 3 段階で農家に供給されるが、元種子の生産

量が制約される場合には上表のように 5 段階生産を経て生産者に供給されている。現

状 は 2 箇 所 の 地 域 稲 作 試 験 場 で 生 産 さ れ た 証 明 種 子 Ⅰ が 全 国 の 稲 の CAI

（Agro-industrial Complex）の証明種子の生産農場に供給され、そこで生産された証明

種子Ⅱの大半は CAI の米生産に使用される。  

 ①取り扱い品種名、各生産量 ②各カテゴリー別求められる種子品質（発芽率、異

品種混入率等々）③②を達成するための栽培遵守事項などについても情報収集したが、

品種別の各カテゴリー種子の増殖の関係（増殖率）から判断する限り、システムはあ

るが正常に機能していないことが推測された（後述）。  

 

(2) 種子カテゴリー品種別生産量  

次表は稲作研究所から提供された 2006 年の種子生産実績である。  

 

3-3-2 表  2006 年稲種子カテゴリー品種別生産実績  （単位：Kg）  

 品種名  

カテゴリー  
a)+b)+c)

の計  原原種  原  種  登録種子 証明種子 I
証明種子Ⅱ

a) 
Fiscalizada＊

b) 
Sin Certif icada＊ ＊

c) 

Amistad-82           920 782 1,702

IA CUBA 21   115           0

IA CUBA 22   1,380   102,253       0

IA CUBA 25   1,518           0

IA CUBA 27   1,619 0

IA CUBA 29  230 46 46 1,380 1,426

IA CUBA 30     230         0

IA CUBA 33  23     0
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IA CUBA S-1 6 644       394,956   394,956

IA CUBA S-2         174,662 336,585   511,247

INCA LP-2   2,300 4,140         0

INCA LP-4   1,610 598         0

INCA LP-5   2,300 16,551 296,484 425,316 2,571,539 138 2,996,993

INCA LP-7   2,024 736   240,419 3,220   243.639

J-104 2 2,870 11,840 133,920 325,882 2,258,971 920 2,585,773

PERLA DE CUBA   230       690 460 1,150

PROSEQUICIA           203,642  203,642

REFORMA   552   287,638 380,650 1,249,627 322 1,630,599

計  8 17,416 34,141 820,295 1,546,929 7,020,196 4,002 8,571,127

注 1. 稲作研究所提供資料  

太字斜体品種名は自由流通米栽培に適した品種  

注 3．＊印は正規の種子増殖システム外で、SICS が認証したあらゆるカテゴリーの種子から増殖  

したもので、かつ SICS によって検定された種子  

注 4．＊＊印は規定外で認定はされていない種子  

 

 原原種は複数年分を一度に生産し、貯蔵、必要に応じ原種生産用種子として使用し

ている。原種以降、個々の品種ごとに見ると、カテゴリー間の生産の流れはつながっ

ていないことが分かる。すなわちカテゴリー間の計の数値の増殖倍率を計算してみる

と原種→登録種子＝1.96 倍 登録種子→証明種子Ⅰ＝24.03 倍 証明種子Ⅰ→証明種

子Ⅱ＝1.89 倍 という結果であった。  

さらに、開発調査において「自由流通米証明種子の生産・普及システムの強化」で

記述している 2015 年生産目標（3-3-3 表 国営米及び自由流通米用種子生産計画）に

おける各種子カテゴリー間の増殖倍率試算においても、特に原種→登録種子間の増殖

倍率が 2.5 倍という異常に低い数値が見込まれている。  

日本では水田移植栽培を前提に考えると最低でも 100 倍、陸稲のような畑直播栽培

でも 50 倍以上の増殖倍率となる。これら二つのデータが同じように原種から登録種子

生産過程で異常な低倍率になっている理由をただすと、原種生産までは稲研究所が所

轄するがその先の地域稲作試験場における登録種子の生産計画は稲作研究所の管轄外

であり、決定権はないということである。  

 稲作研究所で生産された原種の余分は、「生産者に選ばれた多様な品種」選定のため

直接地方の生産農家の試作用種子及び種子生産用として使われているという返答であ

った。  

 開発調査のファイナルレポートで記述している（Ｐ3-16）「自主流通米栽培に適する

品種として 13 品種が挙げられている」が 3-3-2 表の生産実績データではそのうち 6 品

種しか取り上げられていなく、しかも証明種子Ⅱおよび Fiscalizada が量的に確保され

ているのはＪ -104 のみである。この品種は 1981 年に品種登録され灌漑下の肥沃な土

壌条件に適するといわれ、もっとも種子生産量の多い品種であるが、この種子生産量
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の多くの部分は特殊米生産用に当てられているのであろうと推察される。  

 

3-3-3 表 20015 年種子生産目標（国営米＋自由流通米）  

種子カテゴリー  生産目標（ｔ） 同左増殖倍率 生産者・場所  

原原種  2.1  IIARROZ 

原種  26.0 12.3 倍  IIARROZ / ETIA 

登録種子  65.0 2.5 倍  IIARROZ 種子生産ユニット  

ETIA 地域稲作試験場  

各郡の種子生産者圃場  

証明種子Ⅰ  1,300.0 20.0 倍  IIARROZ 種子生産ユニット  

各郡の種子生産者圃場  

種子生産 UBPC  

証明種子Ⅱ  25,500.0 19.5 倍  種子生産 UBPC 

CAI 種子生産農場  

各郡の種子生産者圃場  

農家による自家消費用種子生産  

砂糖セクター種子圃場  

注：生産場所太字は現行体制、斜体字は今後予定される種子生産者  

 

このようにして 2006 年産実績を眺めると自由流通米生産者用優良種子の供給は正

規の種子生産システムに乗っていないことが分かる。さらに、 IA CUBA S-2 の証明種

子Ⅱが 175 ㌧（太字斜体数字）近い生産があるが、このための必要元種子量  ９㌧  弱

のものがどの種子カテゴリーから供給されたものか確認できなかった。  

 3-3-2 表のデータと同様な 2005 年、2004 年度の種子生産実績を入手し、3 年間のデ

ータから品種別種子カテゴリー間の増殖関係を確認するための情報提供をキューバ側

に求めたがその提供はなく、また 3-3-2 表のデータ提供にあたっても、その提供まで

に長い時間を要したことを考えると、これらデータ公開は何らかの障害が伴うのかも

しれないと推察された。  

 以上のように、種子生産システムは存在するが、効率的な種子の増殖生産のための

運用ではまだまだ改善する余地が多いと考えられる。  

 

(3) 種子の品質基準  

 普及員による事前の圃場立毛審査は種子のカテゴリー別に異品種の混入率や籾の汚

染程度（病害）の許容限界が定められているが、証明種子の生産段階では多少の異品

種混入は許容され日本の基準より大幅に緩やかである。  

これは栽培種の脱粒性が日本の稲に比べ著しく｢易｣で、漏生苗（収穫時のこぼれ粒

から次作時に発芽する苗）の混入防止が非常に困難な状況を反映しているものと考え

られた。  

 種子生産物の品質基準は 3-3-4 表のようである。この検査は SICS（ System of 
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Inspection and Certification Seed）が実施する。形質の許容基準も日本に比べ大幅に緩

やかである。  

3‐3‐4 表 種子品質規格  

形   質  
カテゴリー  

原 種  登録種子 証明種子Ⅰ 証明種子Ⅱ  Fiscalizada

純度（％min）  98 98 98 98 98

発芽率（％min）  80 80 80 80 80

含水量（％max）  12.5±１ 12.5±１ 12.5±１ 12.5±１  12.5±１

夾雑物（％max）  2 2 2 2 2

異品種混入（kg？max）  0 0 1 2 4

汚染籾混入（％max）  2 4 6 8 10

雑草種子混入率（％max） 2 5 5 8 10

以下略  

   

３－４ 稲研究所 

 かつてボリヴィア国で実施された「小規模農家向け優良稲種子普及計画」プロジェ

クトでも利用していたボリヴィア国の奨励品種でリーデングバライティであった Tari

及び Panacu という品種はキューバ国からの導入品種で、独自の稲育種も 1975 年から

キューバで実施されている。現在キューバ国の Comercial 品種は 36 品種で、そのうち

28 品種は自国育成品種で、毎年 80～100 近い交雑組み合わせを実施しているというこ

とであり、稲作研究については中南米で先進国であるといえる。  

さらに多くの開発途上国で見られることであるが、政治体制の変化によりしばしば

人事異動が行われ、研究員の定着が難しい例に比べ Dr.Ruben 氏は 36 年間継続勤務、

他の研究員も長い研究キャリアーがあるということで技術、経験の蓄積上有利な研究

体制にあると思われた。  

 二期作が行われているというので、圃場の立毛を見れば各種技術水準も推し量れる

と期待した。しかし、圃場の一部で系統選抜のための直播栽培（12 月播種）による作

期試験を実施中ではあったが、残念ながら生育ステージは苗期のものであった。  

出穂期以降のものがあれば、系統の固定度、採種技術、圃場管理技術などの力量が

推し量れるが、今回は関係者の説明を聞くにとどまった。それによると採種圃場に供

される圃場は３年に一度の作付けを守り、漏生による混種を防止しているということ

であった。なお、キューバ国では証明種子Ⅰの生産で同一品種作付けの場合は連続作

付け可、CAI の証明種子Ⅱの生産では 2 年連続栽培、次の 2 年は稲作以外に使用する

等漏生による混種を極力防ぐ対策がとられているということである。  

研究所での窒素施肥水準は 13～15 ㎏／10a 使用されるということで耐肥性の高いイ

ンディカ種とはいえ、やや多肥にすぎると考えられ、より肥効の期待できる施肥法は

考えられないのだろうかと思われた。  

圃場は、一筆 40a 程度の区画で、開発調査時に整備された 10ha の潅排水設備と供与

された小型トラクターによって小区画試験区の管理精度が向上したと感謝された。し
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かし、粘土分の強い圃場で乾季の耕起は大型トラクターを使用するため畔際の反転部

分は土壌の移動、偏りが大きく、後の均平作業に多労を要すると思われた。  

2015 年の原原種、原種生産目標値は計 30 ㌧近いものが求められるが、単収 3 ㌧／

ha としても 10ha の作付けが必要であり、漏生による混種防止に３年サイクルの作付

け体制を取れば、30ha の圃場を準備しなければならない。  

さらに、各地域の多様な自由流通米生産者のニーズにあったきめ細かな品種選定と

その優良種子の供給体制、すなわち、これまでの特殊米生産用少数品種多量生産体制

から、多数品種少量生産を包含する新たな採種体制の確立は現有人員及び施設では不

十分で、その計画実現には当然新たな生産体制（人、施設など）整備が必須と考えら

れた。  

その他、開発調査で供与された主な機器の稼働状況を調査した。  

・播種機、田植え機関係；便利に使われているようであり、きれいに清掃された状態

で保管されていた。  

・循環式乾燥機；25～20％水分の生籾を 12.5～13％の含水分に落す、１㌧の籾を処理

するのに４～６時間を要するが、掃除が簡単で非常に好評を博していた。CAI には

大規模な乾燥機があるが、異なる品種の乾燥に当たっては、機械を掃除するため

500kg の籾が必要とのことである（種子としては使えない籾）。  

・粒型選別機；一時間 300kg の処理能力があるが、やや小型との評価であった。  

・比重選別機；振動を制御する部品が故障し、部品入手できず、使用不能。  

・試験用籾摺り機及び精米機；以前のものはインデカタイプの粒型に適応できず性能

が懸念されたが今回供与タイプは籾摺り、精米共に砕米の発生は軽微で問題ない。 

  以上の機器設置場所は清掃されており、採種関係を取り扱う現場作業員の教育は

徹底されていると感じられた。  

 

３－５ その他種子生産組織 

サントドミンゴ（サンタクララ県）；  

 平均１ha 前後の農地で野菜と稲を組み合わせている。2～３月までは野菜の作付け

がある（ニンニク、タマネギ、レタス等）。川に近く粘土含量が高い洪積土壌で地力が

高そうである。稲は水田栽培が多く、牛による代掻きで一部田植が行われていた。以

前は直播栽培であったが近年は普及員の指導で移植に切り替わっているようである。

「自由流通米生産者に要望される品種選定」の試験を担当している。しかし、水苗代

での育苗技術（畔近くの苗の生育不振とごまはがれ病の多発、やや老化が始まった５

葉を超す大苗育苗などで問題あり）、20～22cm の正条一本植は多労であり移植技術は

改善点があると見受けられた。  

 

ジャグハイ（サンクティスピリトゥス県）；  

 開発調査で供与された平型乾燥機を備えていたが、燃料の軽油が入手困難というこ

とで電気乾燥機に改造し、処理能力は 24 時間で 2 ㌧ということであった。以前は、道

路や屋根の上等を利用した乾燥であったが今は安定した乾燥が可能で、他にトウモロ

コシ、ソルゴー、マメ等などの乾燥にも利用され、地域の重要な乾燥施設として活用
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されている。それにしても、日本においては熱源を軽油から電気への改造などは考え

られないことである。さらに、この地区に保管されていた供与機材のうちバインダー

式刈り取り機は結束紐の補充が出来ない、稲わらカッターはガソリンが入手できない

等の理由により使用できない状態であった。キューバ国の特殊事情は今後の資材供与

に当たって充分考慮する必要があると考えさせられた。  

 この地区の稲作は畑作が 40％、水田作が 60％である。CAI が 4～5 品種の種子生産

（証明種子Ⅱ）をしているが、地域にあった自由流通米品種選定を稲研究所からの登

録種子の分譲を受け、採種栽培、種子として使用しているとのことである。品種選定

も兼ねており、品種への関心は高い。なお、天水田では在来種のブルボネットや CICA4

などの在来種を使用しているとのことであった。赤米混入防止策として乾燥時耕起→

潅水→雑草・赤米発芽→除草剤散布→移植方式が勧められている。  

 牛による代掻き後の均平作業を日本式のトンボならし板を用い、金属三角ハロー（代

掻き）、木製田植え三角定規など JICA 研修員の指導で自作し使用していた。  

 現場では均し板を使用しての均平作業中で、耕深は 30cm 以上あり、粘土質で地力

は高そうであった。一方では稲研究所と連携した品種選定試験用の水苗代形式の育苗

が行われていた。育苗期間は約 2 週間で 2.5 葉苗移植、18 品種から 5 品種まで絞込み

を行ったところであるという。かつて日本で普通に行われていた常に均一な生育を確

保するため、定められた面積に定量の種子を均一に播種するといった基礎的な技術の

普及は今後の課題として残されている。  

 

チャンバス（サンクティスピリトゥス県）；  

 チャンバス郡の普及員長をしているフランシスコ氏は指導力に富む人物と見受けら

れ、JICA プロジェクト実現を熱望している様子が随所にうかがわれた。郡内では、1950

年以降稲作振興に取り組み、現在 1600 戸の稲作農家がある。稲作の 70％が水田、30％

は畑作である。  

 稲作農家は品種の知識が少なく種子更新率も低い。証明種子使用は出費増を伴うが

移植栽培であれば使用種子量が少ないので大きな負担増にはならない。地元で優良種

子を大量生産しコストを下げ、優良品種種子を普及させたいという。  

 種子生産は最近の取り組みであるが、CICS の検査を受けている。一方、すでに CCS

（Cooperatives of Credit and Service=信用サービス協同組合  ）を中心とした稲作農家の

一部は条件のよい圃場を使って自家採種を行っているとのことである。しかし、種子

生産のための乾燥、調製機器などは整備されていない。大規模栽培は散播栽培だが、

CCS では 40％の移植を目標にしている。  

 

３－６ 自由流通米生産技術普及  

 今次調査の結果から得られた、自由流通米生産技術普及の現状は次のとおり。  

 

(1) ハバナ県  

キューバ国は東西に長い国であり気候的変化はそれほどない。気候の変化よりも土

壌の変化（塩類土壌など）、病虫害などの変化が大きく、それらの生態系に合わせた奨
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励品種がある。各県によって奨励品種は特になく、全体的に単収が高く販売する場合

によい値段がつくものや、おいしいといったことを基準に品種が選ばれる傾向がある。

それぞれの地域で技術、土壌、灌漑条件も異なるため、その土地にあったものをその

土地の生産者が選抜していくという方法を取っている。  

 

(2) ビジャ･クララ県  

IIArroz（ Instituto de Investigasiones del Arroz）が奨励している品種をリーダー農家の

圃場で栽培管理を行い、播種、収穫などの重要な時期に周りの生産者達が見学にいく。

最終的に生産者自身が、自分の地域の栽培状況と照らし合わせて、栽培されている中

から自分の好みで、5 品種くらいを選びだす。それぞれの品種について少しずつ種を

もらって帰り、自分の圃場で栽培し、どの品種が適しているのかなど生産者自身で判

断をする。  

リーダー農家は種子生産をして近隣農家に配っている、それを譲り受けた生産者た

ちはその種を使い自家採種を行いながら 2～3 年の間は栽培する。その後はリーダー農

家に種を再度譲り受ける、というサイクルで種子を扱っているが、リーダー農家の数

に対して種子を譲り受ける生産農家が多いために、種子生産量が追いつかないのが現

状である  

 

(3) サンクティ･スピリトゥス県  

ラジオ、テレビコマーシャルなどを通して、稲の栽培技術に関する放送を行ってい

る。  

週一回「ミコヌーコ」というラジオ番組の中に「稲の秘密」というセクションがあり、

稲が栽培されていることが多い 11 月から翌年の 7 月にかけての間、その生育時期に合

わせて放送をしており、すでに 3 年間続いている。テレビ番組では塩類土壌について

放送する予定である。  

サンクティ･スピリトゥス県の普及員が担当している郡には 3476 名の米生産者が存

在する。その中の 14 名が種子生産を行っているリーダー農家である。CCS の会議が

毎月 25 日に開催されるので、その会議の中で稲作に関する講習を行っている。リーダ

ー農家の中でも特に重要と思われる農家に対しては月に 1～2 回、訪問し相談に乗った

りしている。開発調査の結果、郡レベルで普及員は広範囲を担当しているために、普

及員の数を増やすことにした。  

スール･デル･ヒバロの地域稲試験場（ETIA：Estación Territorial de Investigaciones del 

Arroz）圃場では 5～6t/年の種子が生産されている。まだ生産量は増やせるが、耕起以

外は人力で行われているため、限界がある。スール･デル･ヒバロの ETIA で種子生産

がきちんと行われれば、ビジャ･クララ県、シエン･フエゴス県、サンクティ･スピリト

ゥス県、シエゴ･デ･アビラ県の 4 県を十分まかなえるだけの種子を生産できる  

本邦研修を受けた研修員が担当している地域では表 1 のようなリーダー農家数であ

る。  

実際には表の人数よりも多いかもしれないが、一緒に活動しているリーダーの数で

ある。全員が種子生産をしているわけではなく、有機質肥料生産リーダーや正条植え
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表 3-6-1 活動したリーダー農家数  

表 3-6-2 自由流通米運動における種子生産プログラムの内容  

促進リーダーなども含まれている。  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
帰国研修員が担当している地域は 50 人以上の米生産者がおり、証明種子を使用して

いる生産者は 15%くらいであると考えられる、残りは自家採種を行っている。  
品質のよい種子は不足しており、種子を生産できる量よりも、需要が上回っている

のが現状である。  
県として証明種子の需要を満たすためには各 Consejo de Productores に 1 人の種子生

産者が必要であると考えられる。したがって、サンクティ･スピリトゥス県では 84 の

Consejo de Productores が存在するために、84 人くらいの種子生産者が必要であると考

えられる。  
農民との意見交換会で指摘された問題  

1) 耐病虫害、耐塩性、耐寒性の品種育成  
2) 生産コストと生産リスクを低くする栽培法  
3) 生産量の増加、処理、認定  
4) 土壌改良技術  
5) 肥料を効率良く使用する方法  
6) 薬低投入で病虫害防除を行うための技術  
7) 赤米の管理方法  
8) 小規模稲作の技術  
9) 均平化の技術  
これらの技術が農家から求められており、2) 生産コストと生産リスクを低くする栽

培法、7)赤米の管理方法はすでに対応が始まっている。  
 
(4) カマグエイ県  
 
 

年  協力生産者  
（リーダー） 

播種面積
（ha）  

配布種子量
（ｔ）  

収穫量
（ｔ）

導入品種数  

2003 14 10 1.32 18 6 
2004 21 29.7 1.12 54.65 3 
2005 33 74.4 4.7 162.19 6 
2006 12 41.3 2.29 28.21 5 

              

地 域 名  人数（人）

サンクティ・スピリトウス 12 

タグアスコ  10 

ハティパニコ  9 

カバイグア  12 

フォメント  5 

シエルペ  9 
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種子の品質が悪いために収量が低いということは分かっているが、興味を持ってい

る生産者のすべてに証明種子がいきわたっているわけではない。  

種子量が少ない一番の原因は次の通り。  

1) 機械不足  

2) 研究施設がない。CAI からの機械の貸付などの支援はあるものの、大きすぎるた

めに効率よく作業を行うことができない  

3) 籾の乾燥は道に広げて行っており、その後調整するための機械がない。  

4) 記録をとるような機材がない  

2005 年の研修員レアンドロの場合、担当地域には二人の種子生産リーダーがおり、

1 人は Reforma もう 1 人は LP-5 を生産している。Reforma、LP-5 ともに 0.1ha の栽培

面積で Reforma は 250kg、LP-5 は 200kg の種子を生産している。  

 

(5) シエン･フエゴス県  

シエン･フエゴス県の証明種子利用率は 30%、その他の 70%は自家採種種子を利用

している。  

2004 年の研修員アルベルトの場合（郡の農業普及員の長）  

月間計画に基づき、担当している約 300ha を巡回指導している。県内に 6 ヶ所ある CCS

を月に一度、6 ヶ所の UBPC（Unidades Basicas de Producción Cooperativa）、2 ヶ所の国

営農場を訪問する。その他これらに属さない独立農家も訪問する。一般的に職場から

訪問先までは 40～50km 離れており、ボテジャと呼ばれるヒッチハイク、トラクター、

自転車や歩きで巡回するのが一般的である。  

 

(6) 独立生産農家、ホルヘ･バルセナ氏（バタバノ郡、ハバナ県）  

 バタバノ郡はハバナ県の南側に位置しており、海に近い地域である。ハバナ市の中

の 2 郡（コトロ、ハバナビエハ）に肉や野菜を供給しており、ハバナ市の 30%ほどの

面積で消費の 70%を生産している。バタバノ郡の Nueve de Abril（4 月 9 日）協同組合

には独立生産農家が 270 名ほど存在し、稲作を中心とし、その他豆類、トマト、キャ

ベツなどの野菜を栽培している。  

全体で 12cab（約 161ha）の耕作面積がありその中の 5cab（約 67ha）で稲作が行わ

れている。基本的には雨季の稲作と乾季の野菜栽培の輪作を行っている。  

1) 主な稲栽培品種  

Reforma, Perla, IACuba-30, IACuba-31, IACuba-35 の 5 品種が主に栽培されており、

IACuba-31 に関しては種子生産も行っている。  

2) 種子更新の時期  

主な栽培品種に関しては IIArroz から種子を提供してもらっているが IACuba-31 に

関しては種子生産も行っている。自家採種をしつつ 3 年間その種子を使用するか、収

量が低下してきたら新しい種子を IIArroz から提供してもらうようにしている。  

3) 自家採種方法  

採種は伝統的な方法で行われており、種子生産のための専用圃場があるわけではな

い。一般的な栽培を行い、水田の中から生育のよさそうな部分を選び出し、異株など
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をきれいに抜き取った後、種子として収穫する。独立生産農家では一般的に、この方

法で自家採種を行っている。  

4) 肥料、農薬に関して  

化学合成肥料は使用しておらず、稲わら、家畜の糞尿、緑肥などを使用している。

水田に流れ込んでいる水路に家畜の糞尿を入れ、潅水と同時に流れ込むようにしてい

る。科学的農薬に関しては使用していない。生物学的農薬を使用しており、 CREE

（Centos Reproductores de Entomófagos y Entomopatogenos、生物農薬増殖センター）か

らそれらを提供してもらう。  

5) 収穫量  

600lata（5t/ha）ほどの収穫がある。収穫時に赤米は全て取り除いているため、害は

ない。  

6) 栽培様式と問題点  

 一株 1～2 本でランダム植え。田植えの時期になると田植えを生業にする人が出てき

て、1ha を移植するには 10 人で朝 7:00～12:00 まで、移植代として 2,000 ペソかかる。

また、乾燥機がないのが問題で、現在は屋根の上で乾燥しているが、面積が不足して

いる状態である。屋根上で乾燥したものは、過乾燥になりやすく調整のときに割れる

米がたくさん出てしまう。  

7) ホルヘ･バルセナ氏の役割  

ホルヘ氏はこの地域のリーダー農家なので展示圃場を所有しており毎年 57 品種の

稲を展示用に栽培している。種子は 1 年毎に更新しているので、よく乾燥させた後ペ

ットボトルに入れてふたをきちんと閉めて冷暗所に保管している。豆類を輪作に使っ

ており、現在は 400 種類の豆を栽培し展示している。鞘数、豆数／鞘、自分の所有す

る土地との相性などを参考にしながら栽培する品種を選定していく。また化学肥料や

農薬は使えないので、さまざまなことに対して耐性がある品種を選ぶようにしている。 

8) 証明種子導入のきっかけ  

 自由流通米は証明種子の利用率が低く、低収量で品質も悪かった。3～4 年前に研究

者と生産者が一緒に行う参加型種子選抜に参加し、証明種子を使用するようになった。 

 一般的に CAI に近い地域では CAI からの支援を受けやすいが、CAI から遠いところ

にある独立生産農家は CAI からの支援を受けにくいので IIArroz の支援が届くのを待

つ。  

 

３－７ キューバ国別研修「小規模稲作技術コース」帰国研修員 

 2003 年 3 月からキューバ国別研修「小規模稲作技術コース」が行われており、2007

年 10 月まで毎年 1 回、計 5 回が実施されている。今次調査では本研修に参加した帰国

研修員に対してもヒアリングを行い、稲作の現状および種子生産に関する情報を得た。 

  

(1) 帰国研修員の活動  

1) ハバナ県  

IIArroz（Habana）が全国の帰国研修員を管轄している。キューバ小規模稲作技術コ

ースでは 2006 年までに 36 名が研修を受けており、稲研究コース、その他のコースに
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表 3-7-2 各地域のリーダー  

参加した研修員は 5 名いる。また、開発調査の C/P 研修を受けた者が 2 人おり、1970

年代に最初の研修員が 1 人いる。キューバ小規模稲作技術コースの帰国研修員だけで

なく、日本で研修を受けた全ての帰国研修員を対象に活動内容の検討などを行ってい

る。  

2003 年の帰国研修員が、まず始めにカマグエイ県の特別コースに参加して、日本で

の研修成果の発表をした。参加者は 100 名程度で、日本の稲作技術に対しての質問が

多く、時間が足らないくらいであった。日本で研修したテーマを元にして修士論文を

作成し修士を取った研修員もいるまた七つの論文を国際稲会議で発表し出版もされた。 

稲の品種が 16 種入ったパッケージを作り、これを 11 県に合計 116 パッケージ配布

した。  

16 の品種全てを県の試験場で栽培し、展示することで生産者に見てもらい生産者が

病虫害や成育の状況、土壌条件などを考慮しつつ、生育が自分の水田条件に合いそう  

 

 

で、自分の好みに合うような品種を選んでもらう（参加型品種選抜）という方法を取

っている。全国には 152 の郡があるので、すべての郡に配布することが 2007 年の目標

である。  

キューバ小規模稲作技術コースの帰国研修員がアクションプランを滞りなく遂行

していくために、地域別にリーダーを置き、リーダーを中心にして活動を進めていく

こととした。  

 

 

リーダーは上の表のとおりである。  

帰国研修員の中にはピナール・デル・リオ県の研修員もおり、2007 年の研修員の中

にもたくさんのピナール・デル・リオ県の研修員がいるので、ピナール・デル・リオ

県にもグループを作る必要がある。  

日  程 場  所 活 動 内 容 

2 月 20 日 サンクティ･スピリトゥス コーディネーション会議 

3 月 5~9 日  研修員に対して帰国研修員が研修を行う 

5 月 9 日 シゴデアビラ コーディネーション会議 

6 月  元研修員で研修旅行を行い生産者を訪問する 

11 月 21・22 日 ビジャクララ 日本での研修結果の発表 

  キューバ稲作ジャーナルに帰国研修員の報告書を掲載する 

担 当 地 域 名   前 所    属 本邦研修年

総括 ビオレッタ IIArroz ハバナ 2003 

サンクティ･スピリトゥス ペドロ IIArroz スールデルヒバロ 2004 

カマグエイ イデリノ CAI Arrocero ルタインバソーラ 2003 

中央地域 トニー 自由流通米ユニット ビジャクララ 2003 

表 3-7-1 帰国研修員活動計画（2007 年）  

- 22 -



  

2) ビジャ･クララ県  

正条植え、伝統的なランダム植え、栽植密度、ベトナム式の手動直播機や伝統的な

ばら播きなどを生産者の展示圃場を利用して行っている。  

本邦研修で実験を行ったパラシュート移植法の研究を続けている。野菜の育苗トレ

ーを使って稲の育苗を行ったが、トレーの穴が深すぎてパラシュート移植方用の苗と

しては適さないので、トレーを切断して高さを 1/2 にして栽培をしてみた。浅い育苗

トレーができないか注文をしているところである。  

 

 

日 程 場   所 活 動 内 容 

6 月 プロセタ郡 セヒスベルト氏（2006 年の研修員）の展示圃場見学 

11 月  全国レベルの会議を行う 

 サントドミンゴ 展示圃場の視察 

  ワークショップで意見交換 

 サントドミンゴ、マニカラグア、 

シフエステ、プラセタ、カマフアン

郡の普及員、生産者に対して研修を行う 

 

3) サンクティ･スピリトゥス県  

①選種  

開発調査時の C/P がジャグアハイ、チャンバスで実証試験を継続して行っており、

種子選別などの研修も行っている。塩水選は塩が入手しにくいという理由から普及

が難しく、製糖過程で出てくる糖蜜を使う方法は自由米生産者の間ではかなり普及

してきているようである。さらに簡単な風選、水選の研修も行っている。  

②均平化  

田面に置いたパイプ、板、トンボを引くことで均平化している。直播に限ったこ

とであるが、均平化したことで、すべての種から発芽できるようになった。田面が

へこんで穴になっている部分では、播かれた種が水没してしまっているために、出

芽しても窒息状態で死んでしまう。すべての種から発芽することによって、水田に

穴（稲が生育しない部分）があかなくなり、単収も上がっている。  

③転がし（転がして田面に印をつける道具）  

転がしは展示圃場でのみ使っている状況である。今まで行ってきたランダム植え

の場合、常に周りの移植密度を気にしながら作業をしていく必要があったが、転が

しを使うことによって、田面に移植するべき場所がマークされるので、周り（すで

に植えた部分）を気にすることなく植えていくことができるので作業効率が良くな

った。  

また、転がしはインフォサイエンス(雑誌)に掲載され、また、インターネット上

にも紹介されている。  

転がしの効果のアンケート結果  

(a)均等な移植ができるようになった、(b)除草機が入るようになった、(c)異株抜

表 3-7-3 ビジャ・クララ県の帰国研修員活動計画（2007 年）  
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きが容易になった、(d)管理作業が容易になった、(e)病虫害が軽減し、それによ

って農薬使用量も減った。  

④展示圃場  

帰国研修員は担当の地域で展示圃場を作り、本邦研修で学んだ技術をデモンスト

レーションしている。また、品種の展示も行っている。その成果は以下の通り。  

(a)  移植栽培を行う生産者が多くなった。  

(b)  種子の更新が行われるようになった。  

(c)  種子選別技術が導入され一般化してきた。  

(d)  正条植えが浸透してきており、その結果除草が以前より容易になった。  

(e)  催芽種子の利用率が上がった。  

(f) 生産者の栽培技術レベルアップにより品質のよい米を栽培できるようにな   

った。  

ジャグアハイの展示圃場では本邦研修で学んだ温湯消毒技術、塩水選、正条植え、

浅水管理、中干し、手押し除草機等を発表し、正条植えのデモンストレーションを

行ったりもしている。  

 

4) カマグエイ県  

ベルティエンテスの ETIA で活動している研修員は・ダニの試験、・新品種の試験、・

持続可能な手法による病虫害防除の 3 つの研修プロジェクトを担当している。  

①試験場の成果  

・稲作上の問題削減、・ダニとカビに耐性品種の同定、・移植技術の導入、・低投入の

品種、・生産者リーダーグループの組織化、・生産者に対して 2003 年から 2005 年ま

での 3 年間に 421 回栽培法の研修を行った。  

②自由流通米生産農家への研修と普及  

・10 郡で 125 人に対して研修を行った、・ビデオ上映を 10 回おこない 79 人参加し

た、・8 郡で 56 回フィールドデイを行った  

③他の活動  

・種子銀行（種の生産のためだけに使う畑のこと）を 9 つ作った、・7 つの郡で展示

圃場を作った、・参加型種子生産の促進を行っている、・日本で習得した技術の現地

適用法  

④成果  

・移植、選種といった技術改善で単収が約 5％増加したと考えられる。簡単なテク

ニックではあるが、圃場で結果がよく見える塩水選はすぐに受け入れられた。育

苗・移植の必要性を理解するのに時間がかかるため、なかなか受け入れられない。

移植時のマーカー（転がし）利用、温湯消毒は受け入れられなかった、というのは

温度計がないなどの理由からである。また、除草機に関しては材料が重いものなの

で機械自体が重い、畦の作り方や土質が異なるので使い心地と効果が異なる、キュ

ーバの土は粘土質なので押しにくいなどの理由からあまり受け入れられていない。 

・育苗箱で育苗実験を行っており、手作りの育苗箱を使っている所ではどんな土を

培土に使ったらよいか検討中である。  
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5) シエン･フエゴス県  

2006 年の活動  

シエン･フエゴス県の稲作農家の 24%が移植になった。生産者に技術が受け入れら

れており、6.5～6.7t/ha の収穫があった生産者が 7.5～8.4t/ha になった生産者もいる。

また、一つの水田面積を管理しやすい 0.3ha くらいにするように指導もしている。

以前は苗床と水田が遠く離れているようなところもあったが、最近では水田の近く

に苗床を作るようにしている。こうしたことで、苗の痛みが軽減できるようになっ

た。  

 

シエン･フエゴス県の自由流通米に関して  

シエン･フエゴス県には 8 郡あるが、毎年米生産者の数は変動する。というのは、

同じ生産者であっても年によって野菜を栽培したり、稲作を行ったりする農民がい

るからである。毎年、同じ農民が同じものを栽培しているというわけではない。ち

なみに 2006 年は 9600 人の稲作農家が 6800ha の水田を使用していた。  

帰国研修員の担当地域では出芽時に塩水選をしたものとしないものとで違いが出

てくるということを生産者も確認し、塩水選がだいぶ普及してきたし、1 株三本植

えを 50%位の農家が行うようになってきた。また、生育にあわせて水深を管理する

ようになってきた。塩水選後には温湯消毒をするようにも進めているが温度計の入

手が難しいために、なかなか普及はできない。これらの技術を日本で研修した小冊

子にまとめ、それを配ることで普及活動を生産者達に行っている。  

有機質肥料の使用もだいぶ浸透してきており、豆の残渣と豚の糞を混ぜて堆肥 

を作っている。また、サトウキビカスは 1.2t/col（29t/ha）くらい使用しているとこ

ろもある。  

 

6) オルギン県  

帰国後すぐに二つの活動をした。  

①農業省に対して本邦研修の報告を行った、②農業省に対して活動計画（日本で

作成したアクションプラン）を提出したその結果として①農業省森林部門でパステ

ル育苗（ JICA つくばの研修指導員が開発した育苗法）の枠を作ってもらう協定を

結ぶことができた、②活動成果の報告書を農業省が作成してくれることになった。

また、日本から持ってきた資料は大学などへ寄付している。  

活動予定   

郡の普及員に対して研修を行い、担当地域の 15 人の生産者リーダーと本邦研修

で学んだ技術を適応していくような、ワークショップを 4 月中に計画している。

また、郡の生産普及リーダー、帰国研修員でワークショップをおこない、生産者

自身が納得できるような成果を見せられるような活動を行っていきたい。  

 

7) 活動報告書に関して  

全国で活動をしている帰国研修員どうしが一度に集まって会議などを開くことは

かなり困難であるが、帰国研修員を総括している IIArroz のビオレッタ氏が、半年
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に一度くらいのペースで全国に散らばっている帰国研修員の活動報告をまとめて、

日本へ送るようにする。帰国研修員の活動報告用のフォーマットを作成していただ

ければ、それにしたがって報告書を作成できる。  

 

(2) キューバ国別研修小規模稲作技術コース参加者が新規プロジェクトに参加する

方法・形態の検討  

1) 普及員として参加する方法  

もともと普及員として活動していた帰国研修員が多いので、いままでの仕事内容

を少し変えることで、対応が可能ではないかと考えられる。キューバ国別研修小規

模稲作技術コースでは、日本で行われている稲作の基本的な技術を研修しており、

さらに研修員から現地の情報を聞いたり、訪れたりして適した技術を指導するよう

にしている。2003 年～2006 年までの 4 年間で、さまざまな稲作技術を指導し、キ

ューバ国で普及されてきたが受け入れられやすい技術と、そうでないものがある。

例えば種子選別や正条植えなどは、ほとんどの帰国研修員が普及活動の中の一つの

技術として導入しており、生産者にも比較的受け入れられやすい技術らしく、よい

結果が出ているとの報告がある。逆に温湯消毒などは「温度計が手に入らない」と

いう理由から、ほとんど受け入れられていない。  

比較的受け入れられやすい技術を生産の中心になって活動しているリーダー農

家に指導することで、リーダー農家から生産者へ、最終的には生産者から生産者へ

の技術指導が行えるようになるのではないか。  

途上国にありがちな話であるが、輸送手段がないということが、かなり大きな問

題になっている。IIArroz で生産した種をそれぞれの ETIA に運び、そこから普及員

を通して種子生産農家（リーダー）へ運び、そこで増殖された種子を生産者まで届

けるという流れだが、ここでも問題になるのが輸送手段ではないかと想像される。

田舎へ行けば、街中を走っている車の数は減り、代わりに馬、馬車といった乗り物

が増えてくるので、米の輸送にも馬や馬車に乗せられるくらいの量をこまめに運ぶ

ようにしたら、生産者まで種籾や技術を届けることができるのではないかと思われ

る。  

2) 指導員として参加する方法  

    地方に点在する農業省の研修施設、IIArroz の研修施設や研究所に定期的にリーダ

ー農家や生産者を集めて研修を行う方法で、本邦研修のように長い期間の研修では

ない。稲の生育に重要な時期に 2、3 週間くらいの短い期間で重点的に研修を行う。

帰国研修員は研修の間、研修所に常駐して水田の管理と講義の準備等の業務をこな

し、指導員として活動する。講義と実習が同時に行えるような施設を使用できると

いう条件がついてしまうが、IIArroz の研究施設であるスール･デル･ヒバロ、ベルテ

ィエンテス及び中央 5 県外ではあるがフカリートの ETIA では可能であると思われ

る。  
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第４章 技術協力の枠組み  

 

４－１ 稲種子生産普及への技術協力の必要性 

キューバ国政府は米の自給目標を 63%としている。農業省も開発計画（ Plan 

Estrategico 2005）において同様の目標を設定している。  

この目標は、栽培技術の向上によるだけではなく、潅漑設備を有する新規の耕作地

の拡大によっても達成される。砂糖省の政策では、サトウキビの生産計画に必要な土

地は 82 万 ha と見積もられており、130 万以上を根菜類、野菜、穀類、果樹、牧畜、

森林等に転用することにしており、米もこれら転用作物に含まれるとされている。  

開発調査報告書「キューバ国中央地域における持続的稲作技術開発計画調査ファイ

ナルレポート、2006 年 3 月」では、自由流通米の生産拡大のための開発計画の基本方

針を次のように提案している。  

 

基本方針‐１：生産者の技術改善  

1) 栽培技術の改善  

2) 収穫後処理技術の改善  

3) 農業機械の適用  

4) 水管理の改善  

基本方針‐２：生産環境の改善  

1) 栽培技術の改善への支援  

2) 収穫後処理技術の改善への支援  

3) 農業機械の適用への支援  

4) 水管理の改善への支援  

基本方針‐３：普及活動の改善  

1) 人材育成の強化  

2) 普及員の必用資機材への支援  

3) 移動・輸送手段への支援  

基本方針‐４：関係機関の強化  

1) 技術普及の強化  

2) 証明種子の供給体制の強化  

3) 技術開発の強化  

 

開発調査で策定された開発計画は、郡レベルのアクションプランと国レベルの関係

機関のアクションプランとの複合体として実施されることになる。二種類のアクショ

ンプランは有機的に関連しており、主要な活動は、実証調査により妥当性が検証され

たものである。  

(1) 郡レベルのアクションプラン  

• 選定郡の特徴に即した活動として実施する。  

• 米生産関連技術（栽培・収穫後処理・農業機械・水管理・生産技術支援・普及活
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動等）の組み合わせによる米生産改善パッケージとそのパッケージを適用させる

選定郡の特徴との組み合わせとして実施する。  

(2) 関係機関のアクションプラン  

• 普及員および生産者リーダーを対象とした人材育成プログラムを実施する。  

• 自由流通米生産用の証明種子の生産・配布体制を確立する。  

• 稲作研究所の活動強化を支援する。  

 

このうち、今回の協力要請は関係機関に関する証明種子の生産および配布に関する

取り組みに対応するものである。  

今次調査では、関係者との協議および PCM ワークショップを通して、多様な栽培

条件に適した品種に基づいた生産体系を取り入れたいとする強い要望が、稲研究所、

農家代表者から聞き取ることが出来た。他方、開発調査の実証調査を通し評価された

農業機械の有用性、生産者の能力向上に係る要望も出された。  

要望書の内容と以上の経緯から、自由流通米生産者が必要とする栽培地に適した多

品種を需要にあわせて生産する、品種の「多品種少量生産」が求められていることが

判明した。これは、2000 年に制定された「品種政策」とも関連している。大規模生産

を行っていた時代には、全国の耕地の 90～95％を 1 品種でカバーしていたと言われて

いるが、同政策では個々の品種が、生産される田の 50％を超えてはならないというこ

とを規定しており、キューバ国政府の政策としても「多品種」の稲種子を確保するこ

とが求められている。  

他方、自家採種、保存の技術も含め、小規模稲作生産技術の改善も同時に望まれて

おり、特に帰国研修員を中心に日本の優れた小規模稲作技術をキューバ国に適応した

いという意欲がある。日本の伝統的な生産技術と農機具、収穫後調整機具を導入する

ことによって、キューバ国の稲作技術を改善する余地は大きいと判断された。動力機

械化以前の農具は、現在の日本ではほとんど利用されていないが、燃料が入手し難い

キューバ国では、これらの設計図を持ち込み、現地で生産できれば、合理的かつ安価

な技術を導入することが可能になる。  

 

４－２ プロジェクト案（当初案）  

 事前評価調査では関係者との協議および PCM ワークショップを通してプロジェク

トの方向性について共有認識を確認し、PDM に取りまとめた。  

PCM ワークショップのうち、プロジェクトの選択については以下の５つのプロジェ

クト候補を整理し比較検討を行った。  

１．魅力（人気）のある品種の種子増産  

２．自由流通米生産者と普及員への品種情報発信と研修訓練  

３．種子検査能力強化・可能性強化  

４．全てのカテゴリーの証明種子を生産配布し証明種子 II の利用率を向上する  

５．自家採種種子品質向上  

 

検討の結果、「４．全てのカテゴリーの証明種子を生産配布し証明種子 II の利用率
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を向上する」を中心とし、1 および 2 の活動を加えることで「証明種子 II の利用が増

える」目的を達成するプロジェクト案とした。さらに、研修訓練の内容によっては種

子検査員およびリーダー農家を加えることができ、その場合には 3 および 5 のプロジ

ェクト案への波及効果も期待できる。  

 

 検討の結果を PDM（１）として取りまとめた。プロジェクトの概要および懸案事項

は次のとおり。  

(1) プロジェクト概要  

1) プロジェクト目標：証明種子 II の使用水準が上がる。  

 

スーパーゴール：国内の自由流通米の生産量が増加する。  

本プロジェクトはキューバ国内の米生産の大半を占める自由

流通米の産量を増やし、ひいては米の自給率を向上するとした

キューバの政策に基づくものである。  

 

上位目標：小規模農家が優良種子を使う。  

自由流通米生産農家が使用する稲種子は証明種子 II だけでなく、自家

採種した稲種子も多い。従って、公的に認証された種子であれ、認証

されていない種子であれ、栽培条件により適した品種のより品質の良

い種子の利用を促進することが求められる。  

 

2) 成果及び活動：  

成果１：魅力的な種子の入手が容易になる  

活動 1.1.  品種需要確認調査  

稲研究所では保有する登録 36 種から 10 種を優先品種とし、一方で 16

品種をセットとして生産者による品種選定のために配布している。こ

れらの活動結果を確認する。  

活動 1.2.  小規模多品種の種子生産計画策定  

上記調査の結果を踏まえ、小規模多品種の種子生産計画を策定する。

計画策定においては、より効率的な生産及び配布のために各レベルの

種子の生産量、生産場所を特定することは当然のことながら、その前

提として種子の必要量を算出するために農家レベルでの種子更新率

の設定が不可欠である。開発調査では更新率 60％としているが、現在

の生産能力及び検定能力から、より現実的な更新率を設定すべきと考

えられる。  

 

また、種子生産計画では種子生産および収穫後調整の技術についても

キューバ国の現状を踏まえた提案が求められる。  

 

活動 1.3.  生産計画に基づく魅力的な種子の生産  
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       上記種子生産計画に基づく種子生産を行う。  

 

成果２：生産者と普及員の品質に関する知識が高まる  

活動 2.1. 品種に関する技術情報作成  

     稲研究所では品種に関する技術情報を有しているが、育種の観点から

作成されているため、普及に使うためには普及員、種子検査員、生産

農家のそれぞれが使いやすい情報として整理する。  

活動 2.2.  普及員、種子検査員、リーダー農家に対する研修・情報伝達  

上記で作成した情報をもとに普及員、種子検査員、リーダー農家に品

種情報を伝える。  

 

成果３：証明種子 II の生産が増加する  

活動 3.1. 証明種子、非証明種子の品質現状調査  

証明種子は検査を受けていることから一定の品質が保証されている

が、自家採種により使用されている種子の現状をサンプル調査する。 

活動 3.2. 種子生産技術情報の作成  

上記活動 1.2.で作成した生産計画から稲研究所、リーダー農家など種

子生産者のための情報を整理する。  

活動 3.3. 必要量をより効率的に生産する支援  

上記 1.2.で作成した生産計画に基づく種子生産について稲研究所、種

子生産農場、リーダー農家などが行う種子生産について技術的に支援

する。  

活動 3.4. 種子生産農場、普及員、種子検査員、リーダー農家に対する種子生産

研修  

上記 3.2.で作成した情報を使って種子生産の研修を行う。  

活動 3.5. 原々種、原種、登録種子生産に関する稲研究所職員の研修  

上記 3.2.で作成した情報を使って稲研究所職員の研修を行う。  

 

(2) プロジェクト期間：3 年間  

原原種、原種、登録種子、証明種子 I 、証明種子 II から構成されるキューバ国の種

子生産プロセスに従うと、生産および配布の過程についてプロジェクトの成果をモニ

タリングするためには最低 5 年間を必要とする。このため、現地調査の過程ではキュ

ーバ国側からプロジェクト期間を 5 年とするよう要望が出された。  

 

(3) 専門家  

1)長期：「プロジェクト運営管理（業務調整）」を含め 1～2 名                      

2)短期：「種子生産」、「農業機械」、「普及・研修」等  

   今回の調査結果から、技術協力協定が締結されず専門家の派遣条件が十分に得

られない場合は、長期の専門家の派遣を再度検討する必要がある。  

(4) プロジェクト活動地域  
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1) 農業省稲研究所：ハバナ市内（本部）、地域稲作試験場：ETIA（カマグエイ県、

サンクティ・スピリトゥス県、グランマ県）  

プロジェクトの活動拠点として、稲研究所本部および地域稲作試験場が考えら

れる。ただし、普及員やリーダー農家を対象とした研修などを行うためには別途

会場を確保する必要がある。  

 

2) 中央地域 5 県（シエンフエゴ県、ビジャクララ県、サンクティ・スピリトゥス県、

シエゴデアビラ県、カマグエイ県）  

対象地域は、要請どおり、中部地域の 5 県であることが確認された。ただし、

プロジェクトとして対象 5 県 42,484km2（概ね九州と同等）に 79,973ha 存在する

自由流通米生産地、そして自由流通米生産者約 96 千人の全てを活動対象として捉

えることは現実的ではない。要請書では優先 10 郡において活動を行うことが提案

されているが、優先郡の選定などプロジェクトの展開方法についてはプロジェク

トの初期段階で十分な検討を行う必要がある。  
 

(5) 実施体制  

1) 合同調整委員会  

①議長：農牧副大臣、②キューバ国側：稲研究所所長、対外投資省代表、農牧省

代表、③日本国側：本件プロジェクト専門家、議長に指名されたもの（在キュー

バ日本大使館、 JICA 派遣専門家、 JICA メキシコ事務所などが想定される）  

2) 運営委員会  

①議長：稲研究所所長、②キューバ国側：稲研究所所代表、プロジェクト対象地

域代表、自由流通米生産者団体代表、③日本国側：本件プロジェクト専門家  

 

稲研究所は自由流通米生産に関し、技術的支援を行う機関として規定されているだ

けでなく、生産に不可欠な種子生産を行う機関でもある。したがって、本件プロジェ

クトのカウンターパート機関として位置づけられることは妥当である。  

他方、自由流通米生産に関係する機関が複数にわたることから、合同調整委員会

（ Joint Coordinating Committee）、運営委員会（Steering Committee)を設置することとし

た。  

 

(6) 裨益者数  

1) 直接的裨益者：約 900 名  

稲作研究所（本部、地域稲作試験場）スタッフ：278 名、中央地域５県郡米担当

者 53 名、普及員 27 名、生産者リーダー540 名  

2) 間接的裨益者：約 96 千人  

  中央地域５県自由流通米生産（非国営セクター：組合、個人）約 96 千人
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PDM（１） 

プロジェクト名：キューバ「自由流通米証明種子の生産普及システム強化」 

（「小規模稲作農家優良種子利用促進計画」への変更要望あり） 

プロジェクト期間：3 年（5 年への延長要望あり）           

対象地域：中央地域 5 県                       

作成日：2007 年 3 月 21 日 

プロジェクトの要約 指標 指標の入手手段 外部条件 
スーパーゴール： 
米の国内生産が増加する 

   

上位目標： 
自由流通米生産者が高品質の稲種
子を使用するようになる 

・自家採種の高品質 
種子量 

・高品質種子生産量 

  

プロジェクト目標： 
自由流通米生産者の証明種子 2 の
利用率が高まる 

・証明種子 2 の利用 
率    

・種子生産報告 
・プロジェクト進捗 
 報告 
アンケート、聞き取
り＊ 

自由流通米を促
進する政策が維
持される 

成果： 
１．魅力的な種子の入手が容易に

なる 
 
２．生産者と普及員の品種に関す

る知識が高まる 
 
 
 
 
３．証明種子ＩＩの生産が増加す

る 

 
1.1.農家の満足度 
1.2.従来使用種子から

の変更 
2.1.品種とその特性に

関する農家の知
識 

2.2.研修受講内容およ
び参加者出身地 

2.3.資料配布数 
3.証明種子２生産量 

 
1.1.アンケート、聞き

取りと統計情報 
 
2.1.アンケート、聞き

取り  
2.2.研修受講記録 
2.3.研修記録、普及員

記録  
 
3.生産報告書  

・種子売却価格
維持される 

・米売却価格が
大幅に低下し
ない 

・大きな自然災
害が発生しな
い 

・種子運搬能力
が維持される

活動： 
1.1.品種需要確認調査 
1.2.小規模多品種の種子生産計画

策定 
1.3.生産計画に基づく魅力的な種

子の生産 
2.1.品種に関する技術情報作成 
2.2.普及員、種子検査員、リーダー

農家に対する研修・情報伝達 
3.1.証明種子、非証明種子の品質現

状調査 
3.2.種子生産技術情報の作成 
3.3.必要量をより効率的に生産す

る支援 
3.4.種子生産農場、普及員、種子検

査員、リーダー農家に対する
種子生産研修 

3.5.原々種、原種、登録種子生産に
関する稲研究所職員の研修 

投入 ・種子検定能力
が維持される

・収穫後調整能
力が維持され
る 

 
 
        
前提条件 

キューバ国側 

 

カウンターパート 

 

事務所 

 

既存車両 

 

既存施設・機材 

 

運営経費 

日本国側 

 

専門家 

 

機材 

 

ＪＩＣＡ研修 
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４－３ プロジェクト概要（改定案） 

 ４－２で示したプロジェクト案はバージョン 1 であり、プロジェクト開始に向けて、タ

ーゲットグループの人数の確定、指標の明確化、キューバ国側の投入の確認、成果と活動

の関係と外部条件の見直し、前提条件の追加等を含む PDM の改訂を IIArroz の研究者を始

めとした関係者の参加と合意の基で行う必要がある。その際には第 6 章で指摘した事項お

よび PDMにおいて示す優良稲種子や証明種子Ⅱの意味するところを関係者間で共有するこ

とが不可欠である。 

 

 類似の活動の整理、成果と活動の関係の見直し、プロジェクト目標と上位目標およびス

ーパーゴールの関係の見直しの結果を PDM１-2（改訂案）として表 4－3 に示す。また PDM1

とのプロジェクト要約の対比を表 4－4 に示す。 
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ク
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テ
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ク
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：
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）

名
、

検
定

員
（

X
X
）

名
が

（
X

X
）

回
の

研
修

を
修

了
す

る
。

 

3.
3.

 対
象

5
県

に
お

い
て

（
X

X
）

年
ま

で
に
（

X
X
）

部
の

研
修

教
材

を
配

布
す
る
。

 

 1.
 証

明
種
子
生

産
・

配
布

計
画
書

 

2.
 技

術
的
調
査

 

統
計
情
報

 

証
明
種
子

生
産
統
計

 

SI
C

S
の

生
産
記

録
・

検

査
記
録

 

    3.
 技

術
的
調
査

 

研
修
の
記

録
 

研
修
と
普

及
記
録

 

 ・
証

明
種
子

が
適
正

な
価
格

で
販

売
さ
れ
る

。
 

・
米

の
価
格

が
大
幅

に
低
下

し
な

い
。

 

・
種

子
の
輸

送
手
段

が
維
持

さ
れ

る
。
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活
動

 

1.
1.

 米
の

品
種

の
需

要
に
つ

い
て
基
礎

調
査
を

行
う
。

 

1.
2.

 小
規

模
で

よ
り

需
要
に

応
じ
た
品

種
の
証

明
種
子
を

生
産
す

る

た
め

の
種

子
生

産
・

配
布
計

画
を
つ
く

る
。

 

 2.
1.

 証
明

種
子

と
非

証
明
種

子
の
品
質

に
つ
い

て
基
礎
調

査
を
行

う
。

2.
2.

 証
明

種
子

生
産

に
つ
い

て
技
術
マ

ニ
ュ
ア

ル
を
作
成

す
る
。

 

2.
3.

 稲
作

研
究

所
（

地
域
稲

作
試
験
場

も
含
む

）
の
研
究

者
に
研

修
を

行
う
。

 

A
. 
収

穫
と

ポ
ス

ト
ハ

ー
ベ
ス

ト
（
原
原

種
･
原
種

･
登
録
種

子
）

 

B
. 
栽

培
管

理
（

原
原

種
・
原

種
・
登
録

種
子
）

 

2.
4.

 上
記

種
子

生
産
・
配

布
計
画

に
基

づ
い
て
、
原

原
種
・
原

種
・
登

録
種

子
の

生
産

を
行

う
。

 

2.
5.

 種
子

生
産

農
場

関
係
者

、
普
及
員

、
種
子

検
定
員
、
リ
ー
ダ

ー
農

家
に

対
し

て
研

修
を

行
う
。

 

A
. 
種

子
生

産
 

B
. 
品

種
識
別

 

C
. 
栽

培
管
理

 

D
. 
収

穫
と

ポ
ス

ト
ハ

ー
ベ
ス

ト
（
調
整

）
 

E.
 保

管
 

F.
 多

品
種

・
少

量
種

子
生
産

 

2.
6.

 上
記

種
子

生
産
・
配
布

計
画
に
基

づ
い
て

、
効
率
的

に
十
分

な
量

の
証

明
種

子
Ⅰ

・
Ⅱ

の
生
産

・
配
布
を

支
援
す

る
。

 

A
. 
生

産
技

術
の

支
援

 

B
. 
関

係
者

と
の

協
議

の
下
、

配
布
シ
ス

テ
ム
の

強
化

 

 3.
1.

 稲
作

研
究

所
が

推
奨

す
る

品
種

に
つ

い
て

技
術

的
な

情
報

を
作

成
す

る
。

 

3.
2.

 普
及

員
、
リ

ー
ダ

ー
農

家
、
種
子

検
定
員

に
対
し
て

稲
作
研

究
所

が
推

奨
す

る
品

種
に

つ
い
て

の
研
修
と

情
報
提

供
を
行
う

。
 

投
入

 

キ
ュ

ー
バ

国
側

 

 ・
C

/P
（

稲
作

研
究

所
の

研
究

員
○人

、
検

定
員
○人

、
X

X
○人

、
X

X
○人

）
 

 ・
事

務
所

 

 ・
（

既
存

の
）

車
両

 

 ・
（

既
存

の
）

施
設

：
調

整
施

設
、

圃
場

、
X

X
 

 ・
運

営
経

費
：

C
/P

の
人
件

費
、

X
X

 

 日
本
国
側

 

 ・
専
門
家

（
X

 m
/m

）
 

 ・
資
材
機

材
 

 ・
JI

C
A
の

（
本
邦
）

研
修

・
収

穫
後
の

種
子
の

処
理
能

力
が

維
持
さ
れ

る
。

 

・
大

規
模
な

自
然
災

害
が
起

こ
ら

な
い
。

 

                  前
提
条
件

 

種
子
の
証

明
を
す
る

種
子
検

定

証
明
シ
ス

テ
ム
（

SI
C

S）
の
協

力

が
得
ら
れ

る
。

 

優
良

種
子

*：
証

明
種

子
Ⅱ
＋

証
明
種
子

Ⅱ
を
元

種
に
生
産

さ
れ
た

品
質

の
良

い
自

家
採

種
種

子
。

自
家

採
種

種
子

が
証

明
種

子
と

同
レ

ベ
ル

の
品

質
の

よ
い
種

子
で
あ
っ

て
も
、

検
査
を
受

け
て
い

な
い
の
で

、
証
明

種
子
Ⅱ
で

は
な
い

。
 

証
明

種
子

Ⅱ
**

：
検

定
証
明

シ
ス
テ
ム

（
SI

C
S）

の
検
定

・
検
査

に
よ

っ
て

品
質

が
証

明
さ

れ
た

種
子

。
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表 4-4 PDM１と PDM1-2（改訂案）の対比 
プロジェクト要約（PDM1） PDM1-2 案 改訂の内容 

スーパーゴール 

米の国内生産量が増加する。 

スーパーゴール 
国内の自由流通米の生産量が増加する。

 

生産増加の対象を自由流通米に限定し

た。 
 

上位目標 
自由流通米生産者が高品質の稲種子を

使用するようになる。 
 

上位目標 
小規模農家が湯量稲種子*を使う。 
 
 

用語の修正 
自由流通米生産者→小規模農家 
高品質の稲種子＝優良種子 
 

プロジェクト目標 
自由流通米生産使者の照明種子Ⅱの利

用率が高まる。 

プロジェクト目標 
（小規模農家の）証明種子Ⅱの使用水準

が上がる 

用語の修正 

成果 
1. 魅力的な趣旨の入手が容易になる。 
 
2.-生産者と普及員の品種に関する知識

が高まる。 
3. 証明種子Ⅱの生産が増加する。 

成果 
1. 魅力的な品詞地の照明種子の生産・配

布がより計画的になる 
2. 証明種子Ⅱの生産が増加し、より入手

し易くなる。 
3. 品種に関する知識が改善する。 

 
類似する活動の順序にあわせ整理し

た。 
 
 
 
 

活動 
1.1. 品種需要確認調査 
1.2. 小規模多品種の種子生産計画策定 
1.3. 生産計画に基づく魅力的な種子の

生産 
 
2.1. 生産計画に基づく魅力ていな種子

の生産 
2.2. 普及員、種子検査員、リーダー農

家に対する研修・情報伝達 
 
3.1. 証明種子、非証明種子の品質現状

調査 
3.2. 種子生産技術情報の作成 
3.3. 必要量をより効率的に生産する支

援 
3.4. 種子生産農場、普及員、種子検査

員、リーダー農家に対する種子生

産研修 
3.5. 原原種、原種、登録種子生産に関

する稲研究所職員の研修 
 

活動 
1.1.  米の品種の需要について基礎調査

を行う。 
1.2.  小規模でより需要に応じた品種の

証明種子を生産するための種子生

産・配布計画をつくる 
2.6.  証明種子と非証明種子の品質につ

いて基礎調査を行う。 
2.7.  証明種子生産について技術マニュ

アルを作成する。 
2.8.  稲研究所（地域稲作試験場も含む）

の研究者に研修を行う。 
2.9.  上記種子生産・配布計画に基づい

て、原原種・元首・登録種子の生

産を行う。 
2.10. 種子生産農場関係者、普及員、種

子検定員、リーダー農家に対して研

修を行う。 
2.11. 上記種子生産・配布計画に基づい

て、効率的に十分なりょおうの証

明種子Ⅰ・Ⅱの生産・配布を支援

する。 
3.1.  稲作研究所が死傷する品種につい

て技術的な情報を作成する。 
3.2.  普及員、リーダー農家、種子検定

員に対して稲作研究所が推奨する

品種についての研修と情報提供を

行う。 
 

 
類似する活動の統合および、成果と活

動の関係を整理した。 
 

優良種子*：証明種子Ⅱおよび証明種子Ⅱを元種に生産された品質の良い自家採種種子。自家採種種子が証明種子と同レベルの 
品質のよい種子であったとしても、検査を受けていない場合は、証明種子ではない。 

 

- 37 -



  

第 5 章 5 項目評価 

 

JICA 評価ガイドラインに従い、妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性の 5 項目の

視点から評価を行う。また、同ガイドラインに述べられているように、効率性、インパクト、自

立発展性は調査時点での見通しであり、得られた情報の範囲での検討にとどめた。 

 

５－１ 妥当性 

本案件では、プロジェクト目標を「証明種子Ⅱの使用水準が上がる」、上位目標を「小規模農家

が優良稲種子を使う」と設定しているが、妥当性については、これらの目標がキューバ国の政策

及びニーズ、対象地域のニーズ、我が国の援助政策との整合性を確保し、かつ我が国の農業分野

の経験を活用できるという優位性があることから高いと判断できる。 

(1) キューバ国の開発計画との整合性 

キューバ国は食糧輸入国であり、主要穀物の自給率は 23 パーセントと低く、なかでも主食の米

は 65 パーセントを輸入していると推定される。その背景には、1990 年代初頭のソ連邦及び社会

主義圏の崩壊により、大量の肥料や農薬の散布に依存した大規模な技術体系による米生産が困難

になり、農産加工複合体（CAI）での米生産にも大きな支障を来すことになったことがある。そ

うしたなか、農業省は自由流通米の生産を強化するため、1996 年に自由流通米の増産プログラム

を開始した。本案件は、同プログラムに関連し自由流通米生産者が使用する証明種子Ⅱの使用率

向上について技術移転を通じて取り組むものである。また同省は、開発計画（Plan Estrategico 2005）

を策定し、自給率を 63％とすることを掲げている。このように、米の増産と安定供給による食糧

安全保障の確立は国家の最優先課題となっており、キューバ国の政策との整合性は確保されてい

る。 

(2) 小規模農家（自由流通米生産者）のニーズとの整合性 

1996 年より自由流通米の増産プログラムが開始され、キューバ国農業省の稲作研究所（IIArroz）

が主導的な役割を果たすことになったが、現在に至るまで小規模農家の生産体系や需要に応じた

品種の選定と選定した品種の種子増殖（少量多品種生産）が体系的に行われていない状況がある。

また対象地域の小規模農家は、土地に合った収量・販売価格の高い新しい品種の導入に積極的で

あるが、その証明種子の入手が困難である。従って、本案件の優良種子（証明種子＋品質の良い

自家採種種子）を使った少量多品種に基づいたアプローチは、小規模農家のニーズに沿うもので

ある。 

なお、本案件においては、小規模農家のニーズをより的確に把握することが課題となっており、

既に IIArroz が実施している「参加型品種選抜」結果の確認などによりプロジェクト開始時に米の

品種の需要について確認調査を行う。 

(3) 我が国の経験の活用 

キューバ国では、小規模の米生産の経験は少なく、そのための技術が不足している。我が国は

米の小規模生産に関し長い経験と技術の蓄積があり、こうした日本の経験をキューバ国政府も高

く評価し、自国の自由流通米増産のための小規模稲作の改善のための協力を日本国政府に要請し

たものであり、日本の優位性は高いと判断できる。日本の経験をキューバ国の状況に合った形で

応用することで、そのノウハウや技術を十分に活用することができると思われる。 
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(4) 我が国の援助政策との整合性 

 我が国のキューバ国に対する援助は「食糧安全保障」と「環境」を優先重点分野としている。

従って、キューバ国民の主食である米の生産を支援する本案件は日本の ODA 事業として妥当性が

あると考えられる。 

(5) 対象地域選定の妥当性 

本案件の対象地域である中央 5 県は、キューバ国からの要請を受けて、2003 年から 2006 年に

JICA が「キューバ国中央地域における持続的稲作技術開発計画調査」を実施し、持続可能な自由

流通米の生産についての開発計画とそれを実現するための郡レベルと関係機関のアクションプラ

ンを策定した地域である。中央 5 県は、稲作面積の 4 割を占める穀倉地帯であり、約 9 万 6 千人

の小規模農家が存在する。証明種子Ⅱの使用水準の向上を目的とする本案件は、現在実施中のア

クションプランを補完するものであり、対象地域として適当であると考えられる。 

(6) ターゲットグループ選定の妥当性 

 本案件では主要な米作地帯である中央 5 県の小規模農家を対象としている。戸数については、

事前調査の段階では絞り込んでいないが、最大 9 万 6 千人に裨益予定である。 

 

５－２ 有効性 

有効性を検討するに当たって、第 1 に、IIArroz がプロジェクト開始までに自由流通米種子生産

と配布に関わる県および郡レベルでの農業省の種子検定証明システム（SICS）、稲作牧畜業農産加

工グループ（GAIPA）および県自由流通米ユニットの協力を取り付けることを前提としており、

2007 年 8 月頃に予定されている実施協議（R/D 署名）調査団派遣までに取り付ける必要がある。

またプロジェクト目標達成の前提として、同調査団派遣までに、移動手段が限られていることや

農家が点在している状況を踏まえて、妥当なターゲットグループの人数をキューバ国側との協議

の上、絞り込む必要がある。 

この条件が満たされれば、以下により有効性が見込まれる。 

・本事前調査実施中（3 月 15 日・16 日・17 日）に IIArroz において行われた PCM ワークショッ

プでは、主に IIArroz の研究者の参加を得て現状認識を共有しプロジェクトを計画したが、今後

は SICS、GAIPA、自由流通米ユニットとの調整も十分に行い協力を取り付ける必要がある。特

にプロジェクトの活動にある原原種・原種・登録種子と証明種子Ⅰ・Ⅱの生産・配布および種

子の検査・検定においては関係機関の管轄が異なる。よって、関係者の協力が十分得られれば、

目標達成が現実のものとなる可能性は高く、有効性も期待できる。 

・プロジェクト目標である「証明種子Ⅱの使用水準が上がる」を達成するためには、魅力的な品

種の証明種子Ⅱが入手できる（成果１）、証明種子Ⅱの品種に関する知識が改善する（成果 2）、

証明種子Ⅱの生産量が増加する（成果 3）ことが必要であり、成果にはプロジェクト目標達成

に不可欠な要素が盛り込まれている。 

・プロジェクト目標の指標は、本事前調査の PCM ワークショップにおいてキューバ国側と協議の

上設定したものであるが、指標の目標値は本事前調査段階では、十分な情報が得られなかった

ため、今後、遅くともプロジェクト開始までに IIArroz との協議の上、設定する必要がある。 

・外部条件として取り上げた「種子と米の販売価格の大幅な下落」と「種子の輸送手段の悪化」

についての情報は現段階ではなく、プロジェクト目標達成に重大な影響を及ぼす可能性は大き
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くないと思われる。 

・プロジェクト活動の主体には、IIArroz の研究者、普及員、種子検定員、リーダー農家、種子生

産農家、米生産小規模農家が含まれるが、相互の連携を強化し、技術移転を通じて能力を向上

させることにより、結果的に自由流通米の証明種子Ⅱの使用水準が上がることが見込まれる。 

 

５－３ 効率性 

 以下のとおり、キューバ国側の十分な投入の確認が必要であるものの、本案件は、効率的な実

施が見込める。 

・本事前調査段階では、キューバ国側の十分な投入が確認できていないが、IIArroz が所有する地

域稲作試験場および種子生産農場、調製施設等の既存の施設と、開発調査の実証調査で供与さ

れた機材等を有効活用して活動を行う計画である。また機械燃料と部品が不足している状況を

踏まえて、日本の資材機材の投入では小規模農業に合った適正技術の移転を行う計画である。

よって、大規模な投入はなく、調製用機材ならびに採種機材の設計と製作等、低コストの投入

が計画されている。 

・我が国は、2003 年から５年間、キューバ国からの参加者のみを対象とした「小規模稲作技術」

国別研修コースを実施し、同コースを通じて約 40 名のキューバ人技術者が育成された。IIArroz

の実務に携わる者や県・郡レベルの普及員のなかには、同コースを修了した者がおり、これら

の人材を有効活用することで効率的に事業を実施することが期待される。 

・日本の投入は人材、機材等約 3 億円が計画されているが、キューバ国側の投入が適切に実施さ

れれば、成果の達成につながる無駄のない投入となることが期待できる。なお、より効率性を

担保するための留意点として、日本国側の人材の投入についてはスペイン語による業務遂行が

可能な人材の配置が望まれる。 

 

５－４ インパクト 

本案件のインパクトは以下のように予想できる。 

・プロジェクトの重要な正のインパクトとして期待されるものとして、上位目標である「中央 5

県の小規模農家が優良稲種子を使うこと」がある。プロジェクト目標は、「証明種子Ⅱの使用水

準が上がること」であるが、証明種子Ⅱの 100％の普及が望ましいが、現実的にはそのための

籾の調製能力や籾の集配にかかる運搬能力が著しく限られていることを考えると困難である

（日本においても、採種種子（＝証明種子Ⅰ・Ⅱ）の普及率は 7 割程度）。従って、本案件では、

品質の良い自家採種種子を採るため自家採種技術の向上を図る活動も一部行い、上位目標達成

のための基盤作りを行うものとする。 

・本案件は、稲作面積の 4 割を占める中央 5 県を対象地域としており、小規模農家が優良稲種子

を使い、米を生産することによって、スーパーゴールである自由流通米の増産に貢献すること

が期待できる。 

・IIArroz を中心として小規模農業に適した証明種子供給システムの強化を図り、証明種子Ⅱ、さ

らには優良稲種子の利用を増大することで、従来の CAI による大規模農業から、共同組合や借

地農家を中心とした小規模農業へ方向転換を図ることが期待される。 

・キューバ国では、2000 年から「参加型品種改良プロジェクト」を実施しており、本案件の実施
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において、本プロジェクトとの相乗効果が期待できる。 

・本案件は、自由流通米の増産を通じて、間接的にキューバ国経済の自由化促進に寄与するもの

である。 

・マイナスのインパクトについては、事前評価段階では特に想定されていない。 

 

５－５ 自立発展性 

以下のとおり、キューバ国側がとるべき措置について留意点があるものの、本案件の自立発展

性は以下の通り見込める。 

・キューバ国では、全国普及プログラム、品種政策、証明種子の生産システム強化プロジェクト、

種子生産国家計画が存在する。 

・上記開発調査の結果策定された開発計画とその実現のためのアクションプランは、信用サービ

ス共同組合（CCS）のメンバー、Parcelelos、Prestamos を中心とする自由流通米を生産する個人

経営の小規模農家および自由流通米の生産促進に関連する組織および関係者を対象としており、

2015 年まで実施を予定している。 

・本案件では、小規模農業における証明種子Ⅱの使用率向上について、どれだけ技術移転できる

かが課題である。また IIArroz の研究員、普及員、種子検定員、リーダー農家、種子生産農家、

米生産小規模農家との連携や支援を強化する仕組みを維持することも不可欠と考えられる。

IIArroz では、本案件の活動に盛り込まれた普及員とリーダー農家に対する研修をすでに行って

おり、本案件が終了した後も IIArroz が継続して活動を行う計画であり、証明種子Ⅱの供給が適

切に継続される基本的な土台はできている。 

・本案件終了後の事業資金の調達について、キューバ国では外貨建ての燃料費や供与機材の部品

の調達をするための予算が限られていることが課題であり、将来的には、原原種・原種・登録

種子の販売による収入をもとに、独立採算を検討していく必要がある。活動費については、現

在実施中の全国普及プログラム、証明種子の生産システム強化プロジェクト、種子生産国家計

画から捻出できる可能性がある。 

 

５－６ 評価の結論・協力実施にかかる留意点 

 以上から本事前調査で署名した PDM に基づいて本案件を評価した結果、協力を行うことは必要

であると判断できる。 

但し、当該 PDM はバージョン 1 であり、プロジェクト開始に向けて、ターゲットグループの人数

の確定、指標の明確化、キューバ国側の投入の確認、成果と活動の関係と外部条件の見直し、前

提条件の追加等を含む PDM の改訂を IIArroz の研究者をはじめとした関係者の参加と合意の下行

う必要がある。 
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第 6 章 プロジェクト実施上の留意事項 

 

６－１ 活動計画について 

(1) 多数品種種子の少量生産・供給体制の確立 

現在の稲種子生産、供給体制は CAI 等大規模稲作経営体用に数少ない品種（4～5 品種）種子の大

量生産体制がとられている。今プロジェクト案では小規模な多数の自由流通米生産者に対し地域

特性に適合する多様な品種（30～40 品種が目標）の少量生産・供給体制の確立を図ろうとするも

のである。キューバ国の構想ではこれら自由流通米生産者用に 2015 年目標として多数品種の優良

種子（証明種子Ⅱ+ Fiscalizada）の生産量を 16,000 ㌧、種子更新率を 60％まで引き上げようとい

う構想である。本プロジェクトで用いる指標をどの程度に設定するのかはきわめて難しい問題で

ある。単純に 16,000 ㌧の優良種子量を 40 品種で生産すると仮定すると各品種の種子量は平均 400

㌧である。これらを前記した CAI の乾燥機を用いて乾燥するとなると品種をかえるごとに 500kg

の貴重な種子が使えなくなる。確認はしないが調製処理においても同様な無駄が出ることが予想

される。少量生産・調製に適合する種子乾燥・調製施設の整備が出来るのか、拠点となるこれら

施設と生産現場を結ぶ集配手段は確保できるのだろうか大いに疑問である。 

ちなみに、かつてボリヴィア国の稲プロジェクトでパイロット地区の採種農家の種子乾燥・調製、

保管施設一式を草の根無償資金を得て建設したが、200 ㌧規模の処理能力で約 71,000 ㌦の経費を

要した。 

 

(2) 地産地消の証明種子生産パイロット地区（１ないし数地区）での成果達成を考える 

 対象 5 県全域を網羅した成果達成を考えると、不確定な外部要因が大きすぎ、指標策定に苦慮

する。また、見聞した現状から証明種子Ⅱを主体にした種子更新率 60％は理想論過ぎるように感

じられる。プロジェクト目標の第一を「自由流通米生産者が地域にあった品種種子を使える」に

置き、供給されたこれら品種の証明種子Ⅱを元種子とし生産者自らが優良な自家採種種子生産に

取り組むことが稲作振興の近道と考える。 

このような考えであれば、種子各カテゴリーの生産量は低く抑えることが出来、大幅な施設の

拡充整備がなくても自由流通米生産農家までの種子供給システムは構築できよう。仮に生産農家

の種子更新率を 10％とすると証明種子Ⅱの必要量は 2667 ㌧となり、各カテゴリー間の種子増殖

率を 20 倍で計算すると証明種子Ⅰは 133 ㌧、登録種子は 7 ㌧、原種は 333kg が必要数量となる。

この程度の生産量であればすでにある程度の種子乾燥、調製施設の整備がなされている公立の生

産機関への補助支援は可能なのではないだろうか。 

 種子更新率が 10％でよいかどうかは議論のあるところであろうが、現在種子乾燥、調製施設が

ない各郡の現地種子生産者を対象に優良種子の生産を促進するためには最低限の施設がなければ

成果は期待できない。種子更新率を当面何パーセントに設定するかは予算と密接に関係するので

充分議論を深める必要がある。 

予算や施設のメンテナンス、集配経費等を考えると、乾燥、調製施設は構造的にシンプルで一回

の処理能力が 1～2 ㌧程度の平型乾燥機と手動または電動唐箕を組み合わせ設置し、種子の保管を

兼ねた施設一式があれば 20 ㌧程度（約 300ha 分の種子量）の種子調製は可能と考えられる。 
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６－２  実施体制について 

(1) 普及員数を増やすこと 

各郡に 1 人の普及員が存在しているが、普及員数に対して生産者数が多すぎるために充分な普

及活動ができていない。 

(2) 篤農家を探しだしリーダー農家とする 

普及員のような活動をしてくれるリーダー農家を育成することで、より細かな普及活動が可能

になる。 

(3) 移動･輸送手段と活動地域 

移動・輸送手段が限られるため、種子輸送の際にも大量な種子を運ぶのは難しい。馬車、自転

車などで移動・運搬できるくらいの小さな活動範囲と少量の種子量の設定が望まれる。 

(4) 帰国研修員の活用 

2003 年から 2006 年の間に 36 人が本邦研修を受け、さまざまな日本の稲作技術を習得した。本

プロジェクトを実施するに当たり大きな存在になると思われる。 

(5) 関係維持 

IIArroz では、本案件の活動に盛り込まれた普及員とリーダー農家に対する研修をすでに行って

いるが、本案件が終了した後も IIArroz が継続して同様の活動を行い、IIArroz の研究員、普及員、

種子検定員、リーダー農家、種子生産農家、米生産小規模農家との連携や支援を強化する仕組み

を維持することが不可欠と考えられる。 

 

６－３  機材について 

(1) 供与機材はランニングコストが安く、かつ現地で修理あるいは複製が出来るものを重点に考

える。 

専用部品の入手が困難でひとたび故障すると修理不能、あるいは消耗品の補充が出来ずに使用

不能となる恐れがある。また、供与数には限度があろうから、プロジェクト終了後には最終ゴー

ルをめざし、自立発展が期待できなくてはならない。高性能機器の少数供与より、上記条件にあ

う機器があればそれを優先すべきであろう。 

(2) キューバ国側では、機械燃料と部品が不足している状況を踏まえて、日本の資機材の投入に

関して、小規模農業に合った適正技術の移転を望んでいる。したがって、大規模な投入ではなく、

調製用機材ならびに採種機材の設計と製作等、低コストの投入を検討する必要がある。 

(3) 日本の稚苗移植稲作以前の水苗代または畑苗代稲作で使用した器具の紹介が稲作振興に役立

つ小規模自由流通米生産者は耕うん、整地、播種、移植、除草法などの機器使用にあたり手探り

の状態であるように見受けられた。日本式鋤(馬耕)、手押し播種機、手押し除草機等の現物あるい

は設計図、それらの映像等の提供、紹介は機械を持たない小規模農家の良質種子生産に大いに役

立ち、ひいては自由流通米生産振興におおいに寄与すると考えられる。 

(4) 機材調達方法 

本邦購送機材は CIF にて港渡しが原則である。これまでの JICA 協力事業においても、保税倉庫

以降の手続き及び輸送はキューバ国側実施機関が行っている。また、現地で調達する輸入物品に

ついては全て政府輸入機関である EMET を通じて行うことになる。プロジェクトで資金を負担す

れば調達は可能であるが、通関の問題は本邦購送機材と同様にキューバ国側実施機関が行うこと
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になる。 

キューバ国側実施機関の資金手当ての遅れにより通関に時間を要することがある。予想は困難

なので、できるだけ年度当初に輸送することが必要である。 

 

６－４ 専門家派遣期間 

(1) 特権免除の現状 

現在派遣されている専門家は出国の際に実質的に MINVEC の承認行為が必要であり自由な出

入国は確保されていない。また、家財の輸入に関する免税も受けられないなど、一般的に JICA の

専門家派遣時に求めている現地での生活に関する便宜が基本的に受けられていない。 

これに関し、技術協力協定の交渉が 2006 年 11 月以降行われているが、外交官以外に特権免除

を付与することには抵抗がある様子であり、本プロジェクト開始までに技術協力協定が締結され

る可能性は低い。 

(2) 派遣形態 

上記（１）のような状況においては、短期派遣の組み合わせによる対応が考えられる。継続し

てプロジェクトとの関わりが必要なプロジェクト運営管理（業務調整）専門家については、同一

人物が一定期間に短期派遣を繰り返す方法を採ることを検討する。稲種子の生産については季節

が限定されることから、短期（1 年未満）の派遣であってもプロジェクト実施上の障害は少ない

ものと予想される。 

 

６－５ 双方負担事項 

(1) キューバ国側負担可能性 

MINVEC 担当者によれば、キューバ国では「国際協力に関する法」に「キューバ国側はプロジ

ェクトの準備段階を含む C/P の給与、旅費、謝礼を保障する。その他はプロジェクト予算に含ま

れなければならない」との規定がある。 

説明によれば、プロジェクトで承認された活動を行う目的においてのみ内貨負担が認められ得

る。C/P 機関は人材及び資金の手当てを行うが、国際協力プロジェクトの実施によって増加した

経費のうちペソ（内貨）予算分については申請によって承認されることがあるが、CUC（兌換ペ

ソ）分については制約が多いため実際に増額が認められることはない。したがって、CUC で無け

れば調達できない物品（特に燃料費）について、カウンターパート機関が有する CUC 予算を超え

る分についてはプロジェクト予算すなわち JICA 側で負担する必要があるとのことである。 

プロジェクト対象地域が広く、また IIArroz から離れていることから、車両の効率的運用に留意

し、燃料費の節約に努めるとともに、ペソ（内貨）で対応可能な技術を導入するよう配慮するこ

とが自立発展性の観点からも求められる。 
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